
 

 関  原  発  第 296 号 

  2 0 1 9 年 1 0 月 8 日 

 

原子力規制委員会 殿 

 

住  所 大阪市北区中之島３丁目６番１６号 

申請者名 関 西 電 力 株 式 会 社 

          取締役社長   岩 根  茂 樹 

 

 

 

 

平成３０年７月２７日付け関原発第２３０号をもちまして申請（２０１９年４

月１７日付け関原発第２１号、２０１９年７月１２日付け関原発第１４７号及び

２０１９年９月１０日付け関原発第２１８号で一部補正）いたしました大飯発電

所の発電用原子炉設置変更許可申請書（３号及び４号発電用原子炉施設の変更）

を下記のとおり一部補正いたします。 

 

 

記 

 

 

大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（３号及び４号発電用原子炉施

設の変更）を別添のとおり一部補正する。

代 表 者 

の 氏 名  



 

 

 

別  添 

 

別 紙 ２ ( 本 文 )の一部補正 

申 請 書 図 表の一部補正 

添 付 書 類 八の一部補正 

添 付 書 類 十の一部補正 

添 付 書 類 十 （ 追 補 １ ）の一部補正 
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別紙２（本文）の一部補正 

 



 
 
別紙２（本文）を以下のとおり補正する。 
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頁 行 補 正 前 補 正 後 
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-19- 

 
下 1 行 
 
 
 
 
 
 
 
 
上 2 行～ 
上 3 行 
 
 

 
･･･設計とする。  
   
 
 
 
 
 
 
 

モニタリングステーシ

ョン及びモニタリングポ

ストは、非常用所内電源

に接続し、電源復旧まで

の期間、電源を供給でき

る設定とする。･･･ 

 
･･･設計とする。  

通信連絡設備は、共用

により悪影響を及ぼさな

いよう、３号炉及び４号

炉に必要な容量を確保す

るとともに、号炉の区分

けなく通信連絡できる設

計とする。  
 

モニタリングステーシ

ョン及びモニタリングポ

ストは、非常用所内電源

に接続し、電源復旧まで

の期間、電源を供給でき

る設計とする。･･･ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

申請書図表の一部補正 
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申請書図表を以下のとおり補正する。 

頁 行 補 正 前 補 正 後 
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第 10.1 表 重大事故等対策における手順書の概要(18/19) 
1.18 緊急時対策所の居住性等に関する手順等  

方
針
目
的 

緊急時対策所に関し、重大事故等が発生した場合においても、重大
事故等に対処するために必要な指示を行う要員が緊急時対策所にと
どまり、重大事故等に対処するために必要な指示を行うとともに、発
電所の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡し、重大事故
等に対処するために必要な数の要員を収容する等の発電所対策本部
としての機能を維持するために必要な居住性の確保、必要な指示及び
通信連絡、必要な数の要員の収容、代替電源設備からの給電に係る手
順等を整備する。  

居
住
性
の
確
保 

重大事故等が発生した場合、緊急時対策所非常用空気浄化ファン及
び緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニットによる放射性物質の
侵入低減、空気供給装置による希ガス等の放射性物質の侵入防止等の
放射線防護措置等により、重大事故等に対処するために必要な指示を
行う要員等の被ばく線量を 7 日間で 100mSv を超えないようにするた
め、以下の手順等により緊急時対策所の居住性を確保する。（以下、
緊急時対策所非常用空気浄化ファン及び緊急時対策所非常用空気浄化
フィルタユニットをまとめて、「緊急時対策所可搬型空気浄化装置」
という。また、緊急時対策所可搬型空気浄化装置と空気供給装置をま
とめて、「緊急時対策所換気設備」という。）  

 
・緊急時対策所を立ち上げる場合、緊急時対策所可搬型空気浄化装置

を緊急時対策所に接続し、起動するとともに、緊急時対策所内の酸
素濃度及び二酸化炭素濃度の測定を開始し、測定結果に応じ、空気
流入量を調整する。また、プルーム放出時の緊急時対策所換気設備
切替えに備え、空気供給装置の系統構成等の準備を行う。  

・原子力災害対策特別措置法第 10 条事象が発生した場合、緊急時対
策所内可搬型エリアモニタを緊急時対策所へ、緊急時対策所外可搬
型エリアモニタを３号炉及び４号炉の原子炉格納容器と緊急時対策
所の間に設置し、放射線量の測定を開始する。  

・緊急時対策所外可搬型エリアモニタ等の指示上昇や炉心損傷が生じ
る等、プルーム放出のおそれがあると判断した場合、パラメータの
監視強化 及び緊 急時 対策所換 気設備 切替 えのため の要員配置 を行
う。  

・原子炉格納容器からプルームが放出され、緊急時対策所外可搬型エ
リアモニタ又は緊急時対策所内可搬型エリアモニタの指示が上昇し
た場合、速やかに緊急時対策所における緊急時対策所換気設備を緊
急時対策所可搬型空気浄化装置から空気供給装置へ切り替えるとと
もに、緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定結果に
応じ、空気流入量を調整する。その後、緊急時対策所外可搬型エリ
アモニタ及び緊急時対策所内可搬型エリアモニタの指示が低下し、
緊急時対策所周辺から希ガスの影響が減少したと判断した場合、緊
急時対策所換気設備を空気供給装置から緊急時対策所可搬型空気浄
化装置へ切り替える。  

別紙１ 
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必
要
な
指
示
及
び
通
信
連
絡 

重大事故等が発生した場合、重大事故等に対処するために必要な指
示を行う要員等が、緊急時対策所の情報収集設備及び通信連絡設備に
より、必要なプラントパラメータ等を監視又は収集し、重大事故等に
対処するために必要な情報を把握するとともに、重大事故等に対処す
るための対策の検討を行う。  

重大事故等に対処するための対策の検討に必要な資料を緊急時対策
所に整備する。当該資料は常に最新となるよう通常時から維持、管理
する。  

重大事故等が発生した場合、緊急時対策所の通信連絡設備により、
発電所内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う。  

全交流動力電源喪失時は、代替交流電源設備により緊急時対策所の
情報収集設備及び通信連絡設備へ給電する。通信連絡に関わる手順等
は、「 1.19 通信連絡に関する手順等」にて整備する。  

必
要
な
数
の
要
員
の
収
容 

緊急時対策所には、重大事故等に対処するために必要な指示を行う
要員に加え、原子炉格納容器の破損等による発電所外への放射性物質
の拡散を抑制するための対策に対処するために必要な数の要員を含め
た重大事故等に対処するために必要な数の要員を収容する。これらの
要員を収容するため、以下の手順等により必要な資機材、飲料水、食
料等を配備するとともに、維持、管理し、放射線管理等の運用を行う。

 
・重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員や現場作業を行

う要員等の対策要員の装備（線量計、マスク等）を配備し、維持、
管理し、重大事故等時にはこれらを用いて十分な放射線管理を行う。

・緊急時対策所への汚染の持ち込みを防止するため、身体サーベイ及
び防護具の着替え等を行うためのチェンジングエリアを通常時から
設置し、緊急時対策所の外側が放射性物質により汚染したような状
況下になった場合に運用する。  

・外部からの支援なしに 1 週間活動するために必要な飲料水、食料等
を備蓄し、維持、管理し、重大事故等が発生した場合は、緊急時対
策所内の環境を確認した上で、飲食の管理を行う。  

代
替
電
源
（
交
流
）
の
給
電 

非常用母線からの給電喪失時は、電源車（緊急時対策所用）を起動
し緊急時対策所へ給電する。代替交流電源として電源車（緊急時対策
所用）は、緊急時対策所立ち上げ時にケーブル接続を行う。  

緊急時対策所立ち上げ時には、待機側の電源車（緊急時対策所用）
のケーブル接続も行う。故障等により電源車（緊急時対策所用）の切
替えが必要になった場合には、速やかに待機側の電源車（緊急時対策
所用）を起動し切り替える。  
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配
置 

重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員と現場作業を
行う要員等との輻輳を避けるレイアウトとし、遮音された少人数の会
議スペースも確保できるよう考慮する。また、要員の収容が適切に行
えるようトイレ等を整備する。  

放
射
線
管
理 

チェンジングエリア内では現場作業を行う要員等の身体サーベイ
を行い、汚染が確認された場合、サーベイエリアに隣接した除染エリ
アにて除染を行う。汚染による廃水が発生した場合、ウエスに染み込
ませることで放射性廃棄物として廃棄する。  

緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニットの性能の低下等、切
替えが必要となった場合、緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニ
ットを待機側へ切り替え、線量に応じ、交換又は保管を行う。  

現場作業を行う要員等が身体サーベイを待つ場合、周辺からの放射
線影響を低減するため、遮蔽効果のある緊急時対策所内で待機する。

電
源
確
保 

全交流動力電源喪失時は、３号炉及び４号炉原子炉補助建屋に設置
されている安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）及び安全パラメ
ータ伝送システムについては、空冷式非常用発電装置により給電され
る。  

給電の手順は「 1.14 電源の確保に関する手順等」及び「 1.19 通信
連絡に関する手順等」にて整備する。  

燃
料
補
給 

電源車（緊急時対策所用）への給油は、定格負荷運転における燃料
補給作業着手時間となれば燃料油貯蔵タンク又は重油タンク及びタ
ンクローリーを用いて実施する。その後の補給は、定格負荷運転時の
給油間隔を目安に実施する。重大事故等時 7 日間運転継続するために
必要な燃料（重油）の備蓄量として、「 1.14 電源の確保に関する手
順等」に示す燃料油貯蔵タンク（ 150k 以上（ 1 基当たり）、 4 基）
及び重油タンク（ 160 k 以上（ 1 基当たり）、 4 基）を管理する。  
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第 10.2 表 重大事故等対策における操作の成立性(1/8) 

No. 対応手段 要員 要員数 想定時間 

1.1 ― ― ― ― 

1.2 

タービン動補助給水ポンプ（現場手動操作）及

びタービン動補助給水ポンプ起動弁（現場手動

操作）によるタービン動補助給水ポンプの機能

回復 

運転員等 
（中央制御室、現場） 

5 45 分 

主蒸気逃がし弁（現場手動操作）による主蒸気

逃がし弁の機能回復 
1.3 にて整備する。 

1.3 

タービン動補助給水ポンプ（現場手動操作）及

びタービン動補助給水ポンプ起動弁（現場手動

操作）によるタービン動補助給水ポンプの機能

回復 

1.2 にて整備する。 

主蒸気逃がし弁（現場手動操作）による主蒸気

逃がし弁の機能回復 
運転員等 
（中央制御室、現場） 

5 30 分 

窒素ボンベ（代替制御用空気供給用）による加

圧器逃がし弁の機能回復 
運転員等 
（中央制御室、現場） 

2 55 分 

可搬式空気圧縮機（代替制御用空気供給用）に

よる加圧器逃がし弁の機能回復 
運転員等 
（中央制御室、現場） 

2 55 分 

可搬型バッテリ（加圧器逃がし弁用）による加

圧器逃がし弁の機能回復 

運転員等 
（中央制御室、現場） 

2 
75 分 

緊急安全対策要員 2 

1.4 

Ａ格納容器スプレイポンプ（ＲＨＲＳ－ＣＳＳ

連絡ライン使用）による代替炉心注水 
運転員等 
（中央制御室、現場） 

2 20 分 

恒設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水 
運転員等 
（中央制御室、現場） 

4 30 分 

可搬式代替低圧注水ポンプによる代替炉心注

水 

運転員等 
（中央制御室） 

1 

4.8 時間 
緊急安全対策要員 
（中央制御室、現場） 

12 

Ａ格納容器スプレイポンプ（ＲＨＲＳ－ＣＳＳ

連絡ライン使用）による代替再循環運転 
運転員等 
（中央制御室、現場） 

2 15 分 

Ｂ充てんポンプ（自己冷却）による代替炉心注

水 

運転員等 
（中央制御室、現場） 

3 
84 分 

緊急安全対策要員 3 

蓄圧タンクによる代替炉心注水 
運転員等 
（中央制御室、現場） 

2 15 分 

主蒸気逃がし弁（現場手動操作）による蒸気放

出 

1.3 にて整備する。 
（主蒸気逃がし弁（現場手動操作）による主蒸気逃がし弁の

機能回復と同様） 

別紙２ 
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第 10.2 表 重大事故等対策における操作の成立性(3/8) 

No. 対応手段 要員 要員数 想定時間 

1.8 

恒設代替低圧注水ポンプによる代替格納容器

スプレイ 
運転員等 
（中央制御室、現場） 

3 30 分 

可搬式代替低圧注水ポンプによる代替格納容

器スプレイ 

運転員等 
（中央制御室） 

1 
4.8 時間 

緊急安全対策要員 
（中央制御室、現場） 

12 

Ａ格納容器スプレイポンプ（ＲＨＲＳ－ＣＳ

Ｓ連絡ライン使用）による代替炉心注水 
1.4 にて整備する。 

恒設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水 1.4 にて整備する。 

可搬式代替低圧注水ポンプによる代替炉心注

水 
1.4 にて整備する。 

B 充てんポンプ（自己冷却）による代替炉心

注水 
1.4 にて整備する。 

1.9 可搬型格納容器水素ガス濃度計 
運転員等 
（中央制御室、現場） 

2 60 分 

1.10 

水素排出（アニュラス空気浄化設備） 
全交流動力電源又は常設直流電源が喪失した

場合の操作手順 
窒素ボンベ（代替制御用空気供給用）による

アニュラス空気浄化設備の運転 

運転員等 
（中央制御室、現場） 

2 55 分 

水素排出（アニュラス空気浄化設備） 
全交流動力電源又は常設直流電源が喪失した

場合の操作手順 
可搬式空気圧縮機（代替制御用空気供給用）

によるアニュラス空気浄化設備の運転 

運転員等 
（中央制御室、現場） 

2 55 分 

1.11 

海水から使用済燃料ピットへの注水 緊急安全対策要員 5 3.4 時間 

送水車による使用済燃料ピットへのスプレイ 緊急安全対策要員 7 2.9 時間 

大容量ポンプ（放水砲用）及び放水砲による

原子炉周辺建屋（貯蔵槽内燃料体等）への放

水 

1.12 にて整備する。 
（大容量ポンプ（放水砲用）及び放水砲による大気への拡散抑

制と同様） 

可搬型設備による使用済燃料ピットの状態監

視 
緊急安全対策要員 4 2 時間 

 

 

別紙３ 



- 7 - 

第 10.2 表 重大事故等対策における操作の成立性(5/8) 

No. 対応手段 要員 要員数 想定時間 

1.13 

海水を用いた復水ピットへの補給 緊急安全対策要員 5 4.1 時間 

燃料取替用水ピットから復水ピットへの水

源切替（炉心注水時） 

運転員等 
（中央制御室、現場） 

3 

2 時間 
緊急安全対策要員 3 

燃料取替用水ピットから海水への水源切替

（炉心注水時） 
1.4 にて整備する。 

（可搬式代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水と同様） 

燃料取替用水ピットから復水ピットへの水

源切替（格納容器スプレイ時） 

運転員等 
（中央制御室、現場） 

2 

2 時間 
緊急安全対策要員 3 

燃料取替用水ピットから海水への水源切替

（格納容器スプレイ時） 

1.6 にて整備する。 
（可搬式代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイと同

様） 

復水ピットから燃料取替用水ピットへの補

給 

運転員等 
（中央制御室、現場） 

2 
110 分 

緊急安全対策要員 3 

Ａ格納容器スプレイポンプ（ＲＨＲＳ－ＣＳ

Ｓ連絡ライン使用）による代替再循環運転 
1.4 にて整備する。 

海水から使用済燃料ピットへの注水 1.11 にて整備する。 

送水車による使用済燃料ピット又は原子炉

周辺建屋（貯蔵槽内燃料体等）へのスプレイ

1.11、1.12 にて整備する。 
（送水車による使用済燃料ピットへのスプレイ、送水車及びス

プレイヘッダによる大気への拡散抑制と同様） 

大容量ポンプ（放水砲用）及び放水砲による

使用済燃料ピット又は原子炉周辺建屋（貯蔵

槽内燃料体等）への放水 

1.11、1.12 にて整備する。 
（大容量ポンプ（放水砲用）及び放水砲による使用済燃料ピッ

トへの放水、大容量ポンプ（放水砲用）及び放水砲による大気

への拡散抑制と同様） 

大容量ポンプ（放水砲用）及び放水砲による

格納容器及びアニュラス部への放水 
1.12 にて整備する。 

別紙４ 
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第 10.2 表 重大事故等対策における操作の成立性(6/8) 

No. 対応手段 要員 要員数 想定時間 

1.14 

空冷式非常用発電装置による代替電源（交

流）からの給電 
運転員等 
（中央制御室、現場） 

3 20 分 

号機間電力融通恒設ケーブル（3 号～4
号）を使用した号機間融通による代替電

源（交流）からの給電  

運転員等 
（中央制御室、現場） 

2 
75 分 

緊急安全対策要員 2 

電源車による代替電源（交流）からの給

電  

運転員等 
（中央制御室、現場） 

3 
70 分 

緊急安全対策要員 4 

号機間電力融通予備ケーブル（3 号～4 号)
を使用した号機間融通による代替電源（交

流）からの給電 

運転員等 
（中央制御室、現場） 

2 
2.4 時間 

緊急安全対策要員 6 

蓄電池（安全防護系用）による代替電源

（直流）からの給電  
運転員等 
（中央制御室、現場） 

2 20 分 

可搬式整流器による代替電源（直流）か

らの給電  

運転員等（現場） 1 
2 時間 

緊急安全対策要員 2 

代替所内電気設備による交流及び直流の

給電（空冷式非常用発電装置）  

運転員等 
（中央制御室、現場） 

2 
4 時間 

緊急安全対策要員 2 

空冷式非常用発電装置への燃料(重油)補給 緊急安全対策要員 2 2.3 時間 

電源車への燃料（重油）補給 緊急安全対策要員 2 2.3 時間 

ディーゼル発電機への燃料（重油）補給 緊急安全対策要員 2 100 分 
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第 10.2 表 重大事故等対策における操作の成立性(7/8) 

No. 対応手段 要員 要員数 想定時間 

1.15 可搬型計測器によるパラメータ計測又は監

視 
緊急安全対策要員 2 35 分 

1.16 

中央制御室空調装置の運転手順（全交流動

力電源が喪失した場合） 

運転員等 
（中央制御室） 

1 
70 分 

緊急安全対策要員 2 

アニュラス空気浄化設備の運転手順等 
(全交流動力電源又は常設直流電源が喪失

した場合に窒素ボンベ (代替制御用空気供

給用)によるアニュラス空気浄化設備の運

転） 

運転員等 
（中央制御室、現場） 

2 55 分 

アニュラス空気浄化設備の運転手順等 
(全交流動力電源又は常設直流電源が喪失

した場合に可搬式空気圧縮機 (代替制御用

空気供給用)によるアニュラス空気浄化設

備の運転） 

運転員等 
（中央制御室、現場） 

2 55 分 

1.17 

可搬式モニタリングポストによる放射線量

の代替測定 
緊急安全対策要員 4 3.5 時間 

可搬式モニタリングポストによる原子炉格

納施設を囲む 8 方位の放射線量の測定 
緊急安全対策要員 4 2.3時間※1 

可搬型放射線計測装置による空気中の放射

性物質の濃度の測定 
緊急安全対策要員 2 75 分 

可搬型放射線計測装置による水中の放射性

物質の濃度の測定 
緊急安全対策要員 2 95 分 

可搬型放射線計測装置による土壌中の放射

性物質の濃度の測定 
緊急安全対策要員 2 60 分 

海上モニタリング測定 緊急安全対策要員 4 2時間※2 

モニタリングステーション、モニタリング

ポスト及び可搬式モニタリングポストのバ

ックグラウンド低減対策 
緊急安全対策要員 2 3 時間 

可搬式気象観測装置による気象観測項

目の代替測定  
緊急安全対策要員 6 2 時間 

※1：可搬式モニタリングポストによる代替測定でカバーできない 4 方位に設置した場合に想定される作業時間。  
※2：小型船舶が海面に着水するまでの時間を記載した。その後の一連の作業（1 箇所当たり）の所要時間は、約 100 分。 
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関する規則（平成 25 年 6
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遮断器、Ｎｏ．１予備変圧

器、並びにモニタリングス

テーション及びモニタリ

ングポスト専用の無停電

電源装置が抽出･･･ 
 
1.2.8 原子炉設置変更許

可申請（平成 30 年 7 月 27
日申請分）に係る安全設計

の方針 
1.2.8.1 「実用発電用原子

炉及びその附属施設の位

置、構造及び設備の基準に

関する規則（平成 25 年 6
月 19 日制定）」に対する

適合 
 
･･･は、「1.2.7.1 「実用

発電用原子炉及びその附
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備（緊急時対策所）のう
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所及び･･･ 
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タンク、重油タンク、緊

急時対策所及び･･･ 
 
･･･2 系統の非常用母線

等による構成とすること

により、共通要因で機能を

失うことなく、少なくとも

1 系統は･･･ 
 
(2) 敷地及び敷地周辺に
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下4行～ 
下3行 
 
 

 
8.1.2 重大事故等時 
8.1.2.1 概要 

第 8.1.2.1 図を変更す

る。第 8.1.2.1 図以外は変

更前の「8.1.2.1 概要」の

記載に同じ。 
8.1.2.2 設計方針 

重大事故等対処設備（放

射線量の測定）として、可

搬式モニタリングポスト

を使用する。可搬式モニタ

リングポストは、重大事故

等が発生した場合に、モニ

タリングステーション及

びモニタリングポストが

機能喪失した場合の代替

手段として、発電所敷地境

界付近において、原子炉施

設から放出される放射線

量を監視し、及び測定し、

並びにその結果を記録で

きる設計とし、モニタリン

グステーション及びモニ

タリングポストを代替し

得る原子力災害対策特別

措置法第 10 条及び第 15
条に定められた事象の判

断に必要な十分な個数を

保管する。 
また、可搬式モニタリン

グポストは、重大事故等が

発生した場合に、発電所海

側敷地境界方向を含む原

子炉格納施設を囲む 8 方

位において原子炉施設か

ら放出される放射線量を

監視し、及び測定し、並び

にその結果を記録できる

設計とする。 
可搬式モニタリングポ

 
8.1.2 重大事故等時 
8.1.2.1 概要 

第 8.1.2.1 図を変更す

る。第 8.1.2.1 図以外は変

更前の「8.1.2.1 概要」の

記載に同じ。 
8.1.2.2 設計方針 

重大事故等対処設備（放

射線量の測定）として、可

搬式モニタリングポスト

を使用する。可搬式モニタ

リングポストは、重大事故

等が発生した場合に、モニ

タリングステーション及

びモニタリングポストが

機能喪失した場合の代替

手段として、発電所敷地境

界付近において、原子炉施

設から放出される放射線

量を監視し、及び測定し、

並びにその結果を記録で

きる設計とし、モニタリン

グステーション及びモニ

タリングポストを代替し

得る原子力災害対策特別

措置法第 10 条及び第 15
条に定められた事象の判

断に必要な十分な個数を

保管する。 
また、可搬式モニタリン

グポストは、重大事故等が

発生した場合に、発電所海

側敷地境界方向を含む原

子炉格納施設を囲む 8 方

位において原子炉施設か

ら放出される放射線量を

監視し、及び測定し、並び

にその結果を記録できる

設計とする。 
可搬式モニタリングポ
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頁 行 補 正 前 補 正 後 
ストの指示値は、無線（衛

星系回線）により伝送し、

緊急時対策所で監視でき

る設計とする。可搬式モニ

タリングポストで測定し

た放射線量は、原則、電磁

的に記録、保存し、電源喪

失により保存した記録が

失われない設計とする。ま

た、記録は必要な容量を保

存できる設計とする。可搬

式モニタリングポストの

電源は、充電池を使用する

設計とする。 
具体的な設備は以下の

とおりとする。 
・可搬式モニタリングポ

スト（３号及び４号炉共

用） 
設計基準事故対処設備

であるモニタリングステ

ーション及びモニタリン

グポストは、ディーゼル発

電機に加え、全交流動力電

源喪失時においても代替

電源設備である空冷式非

常用発電装置から給電で

きる設計とする。 
具体的な設備は以下の

とおりとする。 
・空冷式非常用発電装置

（10.2 代替電源設備） 
・燃料油貯蔵タンク

（10.2 代替電源設備） 
・重油タンク（10.2 代

替電源設備） 
・タンクローリー（３号

及び４号炉共用）（10.2 
代替電源設備） 

空冷式非常用発電装置、

燃料油貯蔵タンク、重油タ

ストの指示値は、無線（衛

星系回線）により伝送し、

緊急時対策所で監視でき

る設計とする。可搬式モニ

タリングポストで測定し

た放射線量は、原則、電磁

的に記録、保存し、電源喪

失により保存した記録が

失われない設計とする。ま

た、記録は必要な容量を保

存できる設計とする。可搬

式モニタリングポストの

電源は、充電池を使用する

設計とする。 
具体的な設備は以下の

とおりとする。 
・可搬式モニタリングポ

スト（３号及び４号炉共

用） 
設計基準事故対処設備

であるモニタリングステ

ーション及びモニタリン

グポストは、ディーゼル発

電機に加え、全交流動力電

源喪失時においても代替

電源設備である空冷式非

常用発電装置から給電で

きる設計とする。 
具体的な設備は以下の

とおりとする。 
・空冷式非常用発電装置

（10.2 代替電源設備） 
・燃料油貯蔵タンク

（10.2 代替電源設備） 
・重油タンク（10.2 代

替電源設備） 
・タンクローリー（３号

及び４号炉共用）（10.2 
代替電源設備） 

空冷式非常用発電装置、

燃料油貯蔵タンク、重油タ
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頁 行 補 正 前 補 正 後 
ンク及びタンクローリー

については、「10.2 代替

電源設備」にて記載する。

移動式放射能測定装置

（モニタ車）のダスト・よ

う素サンプラ、汚染サーベ

イメータ又はよう素モニ

タが機能喪失した場合を

代替する重大事故等対処

設備（放射性物質の濃度の

測定）として可搬型放射線

計測装置を使用する。 
可搬型放射線計測装置

は、重大事故等が発生した

場合に、発電所及びその周

辺において、原子炉施設か

ら放出される放射性物質

の濃度（空気中）を監視し、

及び測定し、並びにその結

果を記録できるように測

定値を表示する設計とし、

移動式放射能測定装置（モ

ニタ車）の測定機能を代替

し得る十分な個数を保管

する。可搬型放射線計測装

置（ＮａＩシンチレーショ

ンサーベイメータ、汚染サ

ーベイメータ）の電源は、

乾電池を使用する設計と

する。可搬型放射線計測装

置（可搬式ダストサンプ

ラ）の電源は、充電池を使

用する設計とする。 
具体的な設備は以下の

とおりとする。 
・可搬型放射線計測装置

（可搬式ダストサンプラ、

ＮａＩシンチレーション

サーベイメータ、汚染サー

ベイメータ）（３号及び４

号炉共用） 

ンク及びタンクローリー

については、「10.2 代替

電源設備」にて記載する。

移動式放射能測定装置

（モニタ車）のダスト・よ

う素サンプラ、汚染サーベ

イメータ又はよう素モニ

タが機能喪失した場合を

代替する重大事故等対処

設備（放射性物質の濃度の

測定）として可搬型放射線

計測装置を使用する。 
可搬型放射線計測装置

は、重大事故等が発生した

場合に、発電所及びその周

辺において、原子炉施設か

ら放出される放射性物質

の濃度（空気中）を監視し、

及び測定し、並びにその結

果を記録できるように測

定値を表示する設計とし、

移動式放射能測定装置（モ

ニタ車）の測定機能を代替

し得る十分な個数を保管

する。可搬型放射線計測装

置（ＮａＩシンチレーショ

ンサーベイメータ、汚染サ

ーベイメータ）の電源は、

乾電池を使用する設計と

する。可搬型放射線計測装

置（可搬式ダストサンプ

ラ）の電源は、充電池を使

用する設計とする。 
具体的な設備は以下の

とおりとする。 
・可搬型放射線計測装置

（可搬式ダストサンプラ、

ＮａＩシンチレーション

サーベイメータ、汚染サー

ベイメータ）（３号及び４

号炉共用） 
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頁 行 補 正 前 補 正 後 
重大事故等対処設備（放

射性物質の濃度及び放射

線量の測定）として、重大

事故等が発生した場合に、

発電所及びその周辺（発電

所の周辺海域を含む。）に

おいて原子炉施設から放

出される放射性物質の濃

度（空気中、水中、土壌中）

及び放射線量を測定する

ために、可搬型放射線計測

装置、電離箱サーベイメー

タ及び小型船舶を使用す

る。 
可搬型放射線計測装置

及び電離箱サーベイメー

タは、重大事故等が発生し

た場合に、発電所及びその

周辺（発電所の周辺海域を

含む。）において原子炉施

設から放出される放射性

物質の濃度（空気中、水中、

土壌中）及び放射線量を監

視し、及び測定し、並びに

その結果を記録できるよ

うに測定値を表示する設

計とし、発電所の周辺海域

においては、小型船舶を用

いる設計とする。可搬型放

射線計測装置（ＮａＩシン

チレーションサーベイメ

ータ、汚染サーベイメー

タ、ＺｎＳシンチレーショ

ンサーベイメータ、β 線サ

ーベイメータ）、電離箱サ

ーベイメータの電源は、乾

電池を使用する設計とす

る。可搬型放射線計測装置

（可搬式ダストサンプラ）

の電源は、充電池を使用す

る設計とする。 

重大事故等対処設備（放

射性物質の濃度及び放射

線量の測定）として、重大

事故等が発生した場合に、

発電所及びその周辺（発電

所の周辺海域を含む。）に

おいて原子炉施設から放

出される放射性物質の濃

度（空気中、水中、土壌中）

及び放射線量を測定する

ために、可搬型放射線計測

装置、電離箱サーベイメー

タ及び小型船舶を使用す

る。 
可搬型放射線計測装置

及び電離箱サーベイメー

タは、重大事故等が発生し

た場合に、発電所及びその

周辺（発電所の周辺海域を

含む。）において原子炉施

設から放出される放射性

物質の濃度（空気中、水中、

土壌中）及び放射線量を監

視し、及び測定し、並びに

その結果を記録できるよ

うに測定値を表示する設

計とし、発電所の周辺海域

においては、小型船舶を用

いる設計とする。可搬型放

射線計測装置（ＮａＩシン

チレーションサーベイメ

ータ、汚染サーベイメー

タ、ＺｎＳシンチレーショ

ンサーベイメータ、β 線サ

ーベイメータ）、電離箱サ

ーベイメータの電源は、乾

電池を使用する設計とす

る。可搬型放射線計測装置

（可搬式ダストサンプラ）

の電源は、充電池を使用す

る設計とする。 
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頁 行 補 正 前 補 正 後 
具体的な設備は以下の

とおりとする。 
・可搬型放射線計測装置

（可搬式ダストサンプラ、

ＮａＩシンチレーション

サーベイメータ、汚染サー

ベイメータ、ＺｎＳシンチ

レーションサーベイメー

タ、β 線サーベイメータ）

（３号及び４号炉共用） 
・電離箱サーベイメータ

（３号及び４号炉共用） 
・小型船舶（３号及び４

号炉共用） 
これらの設備は、炉心の

著しい損傷及び原子炉格

納容器の破損が発生した

場合に放出されると想定

される放射性物質の濃度

及び放射線量を測定でき

る設計とする。 
重大事故等時に発電所

において風向、風速その他

の気象条件を測定し、及び

その結果を記録するため

の設備として以下の重大

事故等対処設備（風向、風

速その他の気象条件の測

定）を設ける。 
気象観測設備が機能喪

失した場合を代替する重

大事故等対処設備（風向、

風速その他の気象条件の

測定）として、可搬式気象

観測装置を使用する。 
可搬式気象観測装置は、

重大事故等が発生した場

合に、発電所において風

向、風速その他の気象条件

を測定し、及びその結果を

記録できる設計とする。可

具体的な設備は以下の

とおりとする。 
・可搬型放射線計測装置

（可搬式ダストサンプラ、

ＮａＩシンチレーション

サーベイメータ、汚染サー

ベイメータ、ＺｎＳシンチ

レーションサーベイメー

タ、β 線サーベイメータ）

（３号及び４号炉共用） 
・電離箱サーベイメータ

（３号及び４号炉共用） 
・小型船舶（３号及び４

号炉共用） 
これらの設備は、炉心の

著しい損傷及び原子炉格

納容器の破損が発生した

場合に放出されると想定

される放射性物質の濃度

及び放射線量を測定でき

る設計とする。 
重大事故等時に発電所

において風向、風速その他

の気象条件を測定し、及び

その結果を記録するため

の設備として以下の重大

事故等対処設備（風向、風

速その他の気象条件の測

定）を設ける。 
気象観測設備が機能喪

失した場合を代替する重

大事故等対処設備（風向、

風速その他の気象条件の

測定）として、可搬式気象

観測装置を使用する。 
可搬式気象観測装置は、

重大事故等が発生した場

合に、発電所において風

向、風速その他の気象条件

を測定し、及びその結果を

記録できる設計とする。可



 
 
 

8-8-6 
 

頁 行 補 正 前 補 正 後 
搬式気象観測装置の指示

値は、無線により伝送し、

緊急時対策所で監視でき

る設計とする。可搬式気象

観測装置で測定した風向、

風速その他の気象条件は、

原則、電磁的に記録、保存

し、電源喪失により保存し

た記録が失われない設計

とする。また、記録は必要

な容量を保存できる設計

とする。可搬式気象観測装

置の電源は、充電池を使用

する設計とする。 
具体的な設備は以下の

とおりとする。 
・可搬式気象観測装置

（３号及び４号炉共用） 
可搬式使用済燃料ピッ

ト区域周辺エリアモニタ

は、使用済燃料ピット区域

の空間線量率について、使

用済燃料ピットに係る重

大事故等により変動する

可能性のある範囲にわた

り測定可能な設計とする。

可搬式使用済燃料ピット

区域周辺エリアモニタは、

複数の設置場所での線量

率の相関（減衰率）関係の

評価及び各設置場所での

関係を把握し、測定結果の

傾向を確認することで、使

用済燃料ピット区域の空

間線量率を推定できる設

計とするとともに、代替電

源設備である空冷式非常

用発電装置から給電でき

る設計とする。可搬式使用

済燃料ピット区域周辺エ

リアモニタは、代替電源設

搬式気象観測装置の指示

値は、無線により伝送し、

緊急時対策所で監視でき

る設計とする。可搬式気象

観測装置で測定した風向、

風速その他の気象条件は、

原則、電磁的に記録、保存

し、電源喪失により保存し

た記録が失われない設計

とする。また、記録は必要

な容量を保存できる設計

とする。可搬式気象観測装

置の電源は、充電池を使用

する設計とする。 
具体的な設備は以下の

とおりとする。 
・可搬式気象観測装置

（３号及び４号炉共用） 
可搬式使用済燃料ピッ

ト区域周辺エリアモニタ

は、使用済燃料ピット区域

の空間線量率について、使

用済燃料ピットに係る重

大事故等により変動する

可能性のある範囲にわた

り測定可能な設計とする。

可搬式使用済燃料ピット

区域周辺エリアモニタは、

複数の設置場所での線量

率の相関（減衰率）関係の

評価及び各設置場所での

関係を把握し、測定結果の

傾向を確認することで、使

用済燃料ピット区域の空

間線量率を推定できる設

計とするとともに、代替電

源設備である空冷式非常

用発電装置から給電でき

る設計とする。可搬式使用

済燃料ピット区域周辺エ

リアモニタは、代替電源設
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頁 行 補 正 前 補 正 後 
備である空冷式非常用発

電装置から給電できる設

計とする。 
具体的な設備は以下の

とおりとする。 
・可搬式使用済燃料ピッ

ト区域周辺エリアモニタ 
格納容器内高レンジエ

リアモニタ（低レンジ）及

び格納容器内高レンジエ

リアモニタ（高レンジ）は、

原子炉格納容器内の放射

線量率を想定される重大

事故等に計測又は監視及

び記録ができる設計とす

る。 
格納容器内高レンジエ

リアモニタ（低レンジ）及

び格納容器内高レンジエ

リアモニタ（高レンジ）は、

代替電源設備である空冷

式非常用発電装置から給

電できる設計とする。 
具体的な設備は以下の

とおりとする。 
・格納容器内高レンジエ

リアモニタ（低レンジ） 
・格納容器内高レンジエ

リアモニタ（高レンジ） 
緊急時対策所内可搬型

エリアモニタ及び緊急時

対策所外可搬型エリアモ

ニタは、緊急時対策所内へ

の希ガス等の放射性物質

の侵入を低減又は防止す

るための確実な判断がで

きるよう放射線量を監視、

測定できる設計とする。 
緊急時対策所内可搬型

エリアモニタ及び緊急時

対策所外可搬型エリアモ

備である空冷式非常用発

電装置から給電できる設

計とする。 
具体的な設備は以下の

とおりとする。 
・可搬式使用済燃料ピッ

ト区域周辺エリアモニタ 
格納容器内高レンジエ

リアモニタ（低レンジ）及

び格納容器内高レンジエ

リアモニタ（高レンジ）は、

原子炉格納容器内の放射

線量率を想定される重大

事故等に計測又は監視及

び記録ができる設計とす

る。 
格納容器内高レンジエ

リアモニタ（低レンジ）及

び格納容器内高レンジエ

リアモニタ（高レンジ）は、

代替電源設備である空冷

式非常用発電装置から給

電できる設計とする。 
具体的な設備は以下の

とおりとする。 
・格納容器内高レンジエ

リアモニタ（低レンジ） 
・格納容器内高レンジエ

リアモニタ（高レンジ） 
緊急時対策所内可搬型

エリアモニタ及び緊急時

対策所外可搬型エリアモ

ニタは、緊急時対策所内へ

の希ガス等の放射性物質

の侵入を低減又は防止す

るための確実な判断がで

きるよう放射線量を監視、

測定できる設計とする。 
緊急時対策所内可搬型

エリアモニタ及び緊急時

対策所外可搬型エリアモ
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頁 行 補 正 前 補 正 後 
ニタの多様性、位置的分

散、悪影響防止、共用の禁

止、容量等、環境条件等、

操作性の確保及び試験検

査については、「10.9 緊
急時対策所」にて記載す

る。 
 
8.1.2.2.1 多様性、位置的

分散 
基本方針については、

「1.1.7.1 多様性、位置的

分散、悪影響防止等」に示

す。 
設計基準事故対処設備

であるモニタリングステ

ーション及びモニタリン

グポストは、設計基準事故

対処設備としての電源に

対して多様性を持った代

替交流電源から給電でき

る設計とする。空冷式非常

用発電装置の多様性、位置

的分散については「10.2
代替電源設備」にて記載す

る。 
放射線量の測定におけ

る空冷式非常用発電装置

を使用した代替電源は、可

搬式使用済燃料ピット区

域周辺エリアモニタ、格納

容器内高レンジエリアモ

ニタ（低レンジ）及び格納

容器内高レンジエリアモ

ニタ（高レンジ）に給電で

き、設計基準事故対処設備

としての電源に対して多

様性を持った代替電源か

ら給電できる設計とする。

格納容器内高レンジエ

リアモニタ（低レンジ）及

ニタの多様性、位置的分

散、悪影響防止、共用の禁

止、容量等、環境条件等、

操作性の確保及び試験検

査については、「10.9 緊
急時対策所」にて記載す

る。 
 
8.1.2.2.1 多様性、位置的

分散 
基本方針については、

「1.1.7.1 多様性、位置的

分散、悪影響防止等」に示

す。 
設計基準事故対処設備

であるモニタリングステ

ーション及びモニタリン

グポストは、設計基準事故

対処設備としての電源に

対して多様性を持った代

替交流電源から給電でき

る設計とする。空冷式非常

用発電装置の多様性、位置

的分散については「10.2
代替電源設備」にて記載す

る。 
放射線量の測定におけ

る空冷式非常用発電装置

を使用した代替電源は、可

搬式使用済燃料ピット区

域周辺エリアモニタ、格納

容器内高レンジエリアモ

ニタ（低レンジ）及び格納

容器内高レンジエリアモ

ニタ（高レンジ）に給電で

き、設計基準事故対処設備

としての電源に対して多

様性を持った代替電源か

ら給電できる設計とする。

格納容器内高レンジエ

リアモニタ（低レンジ）及
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頁 行 補 正 前 補 正 後 
び格納容器内高レンジエ

リアモニタ（高レンジ）は、

共通要因によって設計基

準事故対処設備の安全機

能と同時にその機能が損

なわれるおそれがないよ

う、主要パラメータ及び代

替パラメータに対して可

能な限り多様性を考慮し

た設計とする。 
格納容器内高レンジエ

リアモニタ（低レンジ）及

び格納容器内高レンジエ

リアモニタ（高レンジ）の

計測における電源車及び

可搬式整流器を使用した

可搬型直流電源設備は、空

冷式のディーゼル発電機

を使用し、原子炉補助建屋

内の蓄電池（安全防護系

用）に対して、電源車は原

子炉補助建屋から 100m
以上の離隔距離を確保し

た複数箇所に分散して保

管し、可搬式整流器は原子

炉補助建屋内の異なる区

画に分散して保管するこ

とで、多様性及び位置的分

散を図る設計とする。 
電源設備の多様性、位置

的分散については「10.2 
代替電源設備」にて記載す

る。 
可搬式モニタリングポ

スト及び可搬型放射線計

測装置は、モニタリングス

テーション、モニタリング

ポスト及び移動式放射能

測定装置（モニタ車）と屋

外の離れた位置に分散し

て保管することで、同時に

び格納容器内高レンジエ

リアモニタ（高レンジ）は、

共通要因によって設計基

準事故対処設備の安全機

能と同時にその機能が損

なわれるおそれがないよ

う、主要パラメータ及び代

替パラメータに対して可

能な限り多様性を考慮し

た設計とする。 
格納容器内高レンジエ

リアモニタ（低レンジ）及

び格納容器内高レンジエ

リアモニタ（高レンジ）の

計測における電源車及び

可搬式整流器を使用した

可搬型直流電源設備は、空

冷式のディーゼル発電機

を使用し、原子炉補助建屋

内の蓄電池（安全防護系

用）に対して、電源車は原

子炉補助建屋から 100m
以上の離隔距離を確保し

た複数箇所に分散して保

管し、可搬式整流器は原子

炉補助建屋内の異なる区

画に分散して保管するこ

とで、多様性及び位置的分

散を図る設計とする。 
電源設備の多様性、位置

的分散については「10.2 
代替電源設備」にて記載す

る。 
可搬式モニタリングポ

スト及び可搬型放射線計

測装置は、モニタリングス

テーション、モニタリング

ポスト及び移動式放射能

測定装置（モニタ車）と屋

外の離れた位置に分散し

て保管することで、同時に
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頁 行 補 正 前 補 正 後 
機能喪失しない設計とす

る。 
可搬式気象観測装置は、

気象観測設備と異なる場

所で、かつ耐震性を有する

建屋内に保管することで、

同時に機能喪失しない設

計とする。 
 
8.1.2.2.2 悪影響防止 
 変更前の「8.1.2.2.2 悪

影響防止」の記載に同じ。

 
8.1.2.2.3 容量等 

基本方針については、

「1.1.7.2 容量等」に示す。

原子炉施設から放出さ

れる放射性物質の濃度及

び放射線量を測定する可

搬式モニタリングポスト、

可搬型放射線計測装置及

び電離箱サーベイメータ

は、「発電用軽水型原子炉

施設における事故時の放

射線計測に関する審査指

針」に定める測定上限値を

満足する設計とする。 
可搬式気象観測装置は、

「発電用原子炉施設の安

全解析に関する気象指針」

に定める通常観測の観測

項目を測定できる設計と

する。 
可搬式モニタリングポ

ストは、３号炉及び４号炉

共用で 10 個（モニタリン

グステーション及びモニ

タリングポストを代替し

得る原子力災害対策特別

措置法第 10 条及び第 15
条に定められた事象の判

機能喪失しない設計とす

る。 
可搬式気象観測装置は、

気象観測設備と異なる場

所で、かつ耐震性を有する

建屋内に保管することで、

同時に機能喪失しない設

計とする。 
 
8.1.2.2.2 悪影響防止 
 変更前の「8.1.2.2.2 悪

影響防止」の記載に同じ。

 
8.1.2.2.3 容量等 

基本方針については、

「1.1.7.2 容量等」に示す。

原子炉施設から放出さ

れる放射性物質の濃度及

び放射線量を測定する可

搬式モニタリングポスト、

可搬型放射線計測装置及

び電離箱サーベイメータ

は、「発電用軽水型原子炉

施設における事故時の放

射線計測に関する審査指

針」に定める測定上限値を

満足する設計とする。 
可搬式気象観測装置は、

「発電用原子炉施設の安

全解析に関する気象指針」

に定める通常観測の観測

項目を測定できる設計と

する。 
可搬式モニタリングポ

ストは、３号炉及び４号炉

共用で 10 個（モニタリン

グステーション及びモニ

タリングポストを代替し

得る原子力災害対策特別

措置法第 10 条及び第 15
条に定められた事象の判
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頁 行 補 正 前 補 正 後 
断に必要な十分な個数と

しての 6 個を含み、原子炉

格納施設を囲む 8 方位及

び緊急時対策所用として

放射線量の測定が可能な

個数）、保守点検内容は目

視点検等であり、保守点検

中でも使用可能であるた

め、保守点検用は考慮せず

に、故障時のバックアップ

用として 1 個の合計 11 個

（３号及び４号炉共用）を

保管する設計とする。 
可搬型放射線計測装置

（可搬式ダストサンプラ、

ＮａＩシンチレーション

サーベイメータ、汚染サー

ベイメータ）は、移動式放

射能測定装置（モニタ車）

の代替測定並びに発電所

及びその周辺（発電所の周

辺海域を含む。）において

原子炉施設から放出され

る放射性物質の濃度を測

定し得る十分な個数とし

て３号炉及び４号炉共用

で各 2 個、保守点検内容は

目視点検等であり、保守点

検中でも使用可能である

ため、保守点検用は考慮せ

ずに、故障時のバックアッ

プ用として各 1 個の合計

各 3 個（３号及び４号炉共

用）を保管する設計とす

る。 
可搬型放射線計測装置

（ＺｎＳシンチレーショ

ンサーベイメータ、β 線サ

ーベイメータ）は、発電所

及びその周辺（発電所の周

辺海域を含む。）において

断に必要な十分な個数と

しての 6 個を含み、原子炉

格納施設を囲む 8 方位の

放射線量の測定が可能な

個数）、保守点検内容は目

視点検等であり、保守点検

中でも使用可能であるた

め、保守点検用は考慮せず

に、故障時のバックアップ

用として 1 個の合計 11 個

（３号及び４号炉共用）を

保管する設計とする。 
可搬型放射線計測装置

（可搬式ダストサンプラ、

ＮａＩシンチレーション

サーベイメータ、汚染サー

ベイメータ）は、移動式放

射能測定装置（モニタ車）

の代替測定並びに発電所

及びその周辺（発電所の周

辺海域を含む。）において

原子炉施設から放出され

る放射性物質の濃度を測

定し得る十分な個数とし

て３号炉及び４号炉共用

で各 2 個、保守点検内容は

目視点検等であり、保守点

検中でも使用可能である

ため、保守点検用は考慮せ

ずに、故障時のバックアッ

プ用として各 1 個の合計

各 3 個（３号及び４号炉共

用）を保管する設計とす

る。 
可搬型放射線計測装置

（ＺｎＳシンチレーショ

ンサーベイメータ、β 線サ

ーベイメータ）は、発電所

及びその周辺（発電所の周

辺海域を含む。）において

原子炉施設から放出され
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頁 行 補 正 前 補 正 後 
原子炉施設から放出され

る放射性物質の濃度を測

定し得る十分な個数とし

て３号炉及び４号炉共用

で各 1 個、保守点検内容は

目視点検等であり、保守点

検中でも使用可能である

ため、保守点検用は考慮せ

ずに、故障時のバックアッ

プ用として各 1 個の合計

各 2 個（３号及び４号炉共

用）を保管する設計とす

る。電離箱サーベイメータ

は、発電所及びその周辺

（発電所の周辺海域を含

む。）において放射線量を

測定し得る十分な個数と

して３号炉及び４号炉共

用で 2 個、保守点検内容は

目視点検等であり、保守点

検中でも使用可能である

ため、保守点検用は考慮せ

ずに、故障時のバックアッ

プ用として 1 個の合計 3
個（３号及び４号炉共用）

を保管する設計とする。 
小型船舶は、発電所の周

辺海域において、原子炉施

設から放出される放射性

物質の濃度及び放射線量

の測定を行うために必要

な台数として３号炉及び

４号炉共用で 1 台、保守点

検内容は目視点検等であ

り、保守点検中でも使用可

能であるため、保守点検用

は考慮せずに、故障時のバ

ックアップ用として 1 台

の合計 2 台（３号及び４号

炉共用）を保管する設計と

する。また、小型船舶は、

る放射性物質の濃度を測

定し得る十分な個数とし

て３号炉及び４号炉共用

で各 1 個、保守点検内容は

目視点検等であり、保守点

検中でも使用可能である

ため、保守点検用は考慮せ

ずに、故障時のバックアッ

プ用として各 1 個の合計

各 2 個（３号及び４号炉共

用）を保管する設計とす

る。 
 電離箱サーベイメータ

は、発電所及びその周辺

（発電所の周辺海域を含

む。）において放射線量を

測定し得る十分な個数と

して３号炉及び４号炉共

用で 2 個、保守点検内容は

目視点検等であり、保守点

検中でも使用可能である

ため、保守点検用は考慮せ

ずに、故障時のバックアッ

プ用として 1 個の合計 3
個（３号及び４号炉共用）

を保管する設計とする。 
小型船舶は、発電所の周

辺海域において、原子炉施

設から放出される放射性

物質の濃度及び放射線量

の測定を行うために必要

な台数として３号炉及び

４号炉共用で 1 台、保守点

検内容は目視点検等であ

り、保守点検中でも使用可

能であるため、保守点検用

は考慮せずに、故障時のバ

ックアップ用として 1 台

の合計 2 台（３号及び４号

炉共用）を保管する設計と

する。また、小型船舶は、
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発電所の周辺海域におい

て、原子炉施設から放出さ

れる放射性物質の濃度及

び放射線量の測定を行う

ために必要な測定装置及

び要員を積載できる設計

とする。 
可搬式気象観測装置は、

気象観測設備が機能喪失

しても代替し得る個数と

して３号炉及び４号炉共

用で 1 個、保守点検内容は

目視点検等であり、保守点

検中でも使用可能である

ため、保守点検用は考慮せ

ずに、故障時のバックアッ

プ用として 1 個の合計 2
個（３号及び４号炉共用）

を保管する設計とする。 
可搬式モニタリングポ

スト、可搬型放射線計測装

置（可搬式ダストサンプ

ラ、ＮａＩシンチレーショ

ンサーベイメータ、汚染サ

ーベイメータ、ＺｎＳシン

チレーションサーベイメ

ータ、β 線サーベイメー

タ）、電離箱サーベイメー

タ及び可搬式気象観測装

置の電源は、充電池又は乾

電池を使用し、予備品と交

換することで、重大事故等

時の必要な期間測定でき

る設計とする。 
可搬式使用済燃料ピッ

ト区域周辺エリアモニタ

は、３号炉及び４号炉それ

ぞれで 1セット 2個使用す

る。保有数は３号炉及び４

号炉それぞれで 1 セット 2
個、保守点検内容は目視点

発電所の周辺海域におい

て、原子炉施設から放出さ

れる放射性物質の濃度及

び放射線量の測定を行う

ために必要な測定装置及

び要員を積載できる設計

とする。 
可搬式気象観測装置は、

気象観測設備が機能喪失

しても代替し得る個数と

して３号炉及び４号炉共

用で 1 個、保守点検内容は

目視点検等であり、保守点

検中でも使用可能である

ため、保守点検用は考慮せ

ずに、故障時のバックアッ

プ用として 1 個の合計 2
個（３号及び４号炉共用）

を保管する設計とする。 
可搬式モニタリングポ

スト、可搬型放射線計測装

置（可搬式ダストサンプ

ラ、ＮａＩシンチレーショ

ンサーベイメータ、汚染サ

ーベイメータ、ＺｎＳシン

チレーションサーベイメ

ータ、β 線サーベイメー

タ）、電離箱サーベイメー

タ及び可搬式気象観測装

置の電源は、充電池又は乾

電池を使用し、予備品と交

換することで、重大事故等

時の必要な期間測定でき

る設計とする。 
可搬式使用済燃料ピッ

ト区域周辺エリアモニタ

は、３号炉及び４号炉それ

ぞれで 1セット2個使用す

る。保有数は３号炉及び４

号炉それぞれで 1 セット 2
個、保守点検内容は目視点
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検等であり、保守点検中で

も使用可能であるため、保

守点検用は考慮せずに故

障時のバックアップ用と

して 1 個（３号及び４号炉

共用）の合計 5 個を保管す

る設計とする。 
格納容器内高レンジエ

リアモニタ（低レンジ）及

び格納容器内高レンジエ

リアモニタ（高レンジ）は、

設計基準を超える状態に

おいて原子炉施設の状態

を推定するための計測範

囲を有する設計とする。 
 
8.1.2.2.4 環境条件等 
 変更前の「8.1.2.2.4 環

境条件等」の記載に同じ。

 
8.1.2.2.5 操作性の確保 
 変更前の「8.1.2.2.5 操

作性の確保」の記載に同

じ。 
 
8.1.2.3 主要設備及び仕

様 
 

検等であり、保守点検中で

も使用可能であるため、保

守点検用は考慮せずに故

障時のバックアップ用と

して 1 個（３号及び４号炉

共用）の合計 5 個を保管す

る設計とする。 
格納容器内高レンジエ

リアモニタ（低レンジ）及

び格納容器内高レンジエ

リアモニタ（高レンジ）は、

設計基準を超える状態に

おいて原子炉施設の状態

を推定するための計測範

囲を有する設計とする。 
 
8.1.2.2.4 環境条件等 
 変更前の「8.1.2.2.4 環

境条件等」の記載に同じ。

 
8.1.2.2.5 操作性の確保 
 変更前の「8.1.2.2.5 操

作性の確保」の記載に同

じ。 
 
8.1.2.3 主要設備及び仕

様 
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頁 行 補 正 前 補 正 後

 
8-10-7 

 
 
 

8-10-12 
 
 
 

8-10-13 
 
 
 
 
 

8-10-19 
～ 

8-10-20 

 
下 3 行～ 
下 2 行 
 
 
上 6 行 
 
 
 
上 13 行～ 
上 14 行 
 
 
 
 
下 9 行～ 
上 4 行 
 

･･･1 台で緊急時対策所
をそれぞれ換気するた
めに･･･ 
 
･･･設計とする。操作は
設置場所で可能な設計
とする。  
 
･･･設計とする。また、
付属の操作スイッチに
より現場での操作が可
能な設計とする。  
 
 
･･･設計とする。  
 
10.12.2.2.3 共用の禁止

基本方針については、
「1.1.7.1 多様性、位置
的分散、悪影響防止等」
に示す。  

通信連絡設備は、号炉
の区分けなく通信連絡
することで、必要な情報
（相互のプラント状況、
運転員の対応状況等）を
共有・考慮しながら、総
合的な管理（事故処置を
含む。）を行うことがで
き、安全性の向上が図れ
ることから、３号炉及び
４号炉で共用する設計
とする。  

通信連絡設備は、共用
により悪影響を及ぼさ
ないよう、３号炉及び４
号炉に必要な容量を確
保するとともに、号炉の
区分けなく通信連絡で
きる設計とする。  

 
10.12.2.2.4 容量等  

 
･･･1 台で緊急時対策所
を換気するために･･･ 

 
 

･･･設計とする。操作は
緊急時対策所内で可能
な設計とする。  
 
･･･設計とする。また、
緊急時対策所内の操作
スイッチにより容易か
つ確実に起動・停止で
きる設計とする。  
 
･･･設計とする。  
 
10.12.2.2.4 容量等  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類十の一部補正 



 

10-目-1 
 

添付書類十を以下のとおり補正する。 
頁 行 補 正 前 補 正 後 
 

10-目-1 
～ 

10-目-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（記載変更） 

 
別紙10-目-1に変更する。

 



 

10-目-2 
 

別添６  

 

添  付  書  類  十  

変更後における発電用原子炉施設において事故が  

発生した場合における当該事故に対処するために  

必要な施設及び体制の整備に関する説明書  

 

平成３１年１月１６日付け原規規発第１９０１１６４号をもって設置変更

許可を受けた大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書の添付書類十

の３号炉及び４号炉に係る記述のうち、下記内容を変更する。  

 

記  

 

（３号炉及び４号炉）  

5. 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技

術的能力  

5.1 重大事故等対策  

5.1.4 手順書の整備、教育及び訓練の実施並びに体制の整備  

 (3) 体制の整備  

5.2 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムへの対応における事項  

5.2.1 可搬型設備等による対応  

5.2.1.2 大規模損壊の発生に備えた体制の整備  

(2) 大規模損壊発生時の体制  

7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評

価  

7.1 運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故  

別紙 10-目-1 



 

10-目-3 
 

7.1.1 ２次冷却系からの除熱機能喪失  

7.1.1.4 必要な要員及び資源の評価  

(1) 必要な要員の評価  
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第 5.1.1 表 重大事故等対策における手順書の概要(18/19) 
1.18  緊急時対策所の居住性等に関する手順等  

方
針
目
的 

緊 急 時対 策 所 に 関 し 、 重 大 事 故 等 が 発 生 し た 場 合 に お い て も 、 重
大 事 故等 に 対 処 す る た め に 必 要 な 指 示 を 行 う 要 員 が 緊 急時 対 策 所 に
とどまり、重大事故等に対処するために必要な指示を行うとともに、
発 電 所の 内 外 の 通 信 連 絡 を す る 必 要 の あ る 場 所 と 通 信 連絡 し 、 重 大
事 故 等に 対 処 す る た め に 必 要 な 数 の 要 員 を 収 容 す る 等 の発 電 所 対 策
本 部 とし て の 機 能 を 維 持 す る た め に 必 要 な 居 住 性 の 確 保、 必 要 な 指
示 及 び通 信 連 絡 、 必 要 な 数 の 要 員 の 収 容 、 代 替 電 源 設 備か ら の 給 電
に係る手順等を整備する。  

居
住
性
の
確
保 

重 大 事 故 等 が 発 生 し た 場 合 、 緊 急 時 対 策 所 非 常 用 空 気 浄 化 フ ァ
ン 及 び 緊 急 時 対 策 所 非 常 用 空 気 浄 化 フ ィ ル タ ユ ニ ッ ト に よ る 放 射
性 物 質 の 侵 入 低 減 、 空 気 供 給 装 置 に よ る 希 ガ ス 等 の 放 射 性 物 質 の
侵 入 防 止 等 の 放 射 線 防 護 措 置 等 に よ り 、 重 大 事 故 等 に 対 処 す る た
め に 必 要 な 指 示 を 行 う 要 員 等 の 被 ば く 線 量 を 7 日 間 で 1 0 0 m S v を
超 え な い よ う に す る た め 、 以 下 の 手 順 等 に よ り 緊 急 時 対 策 所 の 居
住 性 を 確 保 す る 。 （ 以 下 、 緊 急 時 対 策 所 非 常 用 空 気 浄 化 フ ァ ン 及
び 緊 急 時 対 策 所 非 常 用 空 気 浄 化 フ ィ ル タ ユ ニ ッ ト を ま と め て 、
「 緊 急 時 対 策 所 可 搬 型 空 気 浄 化 装 置 」 と い う 。 ま た 、 緊 急 時 対 策
所 可 搬 型 空 気 浄 化 装 置 と 空 気 供 給 装 置 を ま と め て 、 「 緊 急 時 対 策
所 換 気 設 備 」 と い う 。 ）  

 
・ 緊 急 時 対 策 所 を 立 ち 上 げ る 場 合 、 緊 急 時 対 策 所 可 搬 型 空 気 浄 化 装

置 を 緊 急 時 対 策 所 に 接 続 し 、 起 動 す る と と も に 、 緊 急 時 対 策 所 内
の 酸 素濃 度 及 び 二 酸 化 炭 素 濃 度 の 測 定 を 開 始 し 、測 定 結果 に 応 じ 、
空 気 流 入 量 を 調 整 す る 。 ま た 、 プ ル ー ム 放 出 時 の 緊 急 時 対 策 所 換
気 設 備切 替 え に 備 え 、 空 気 供 給 装 置 の 系 統 構 成 等 の 準 備を 行 う 。

・ 原 子 力 災 害 対 策 特 別 措 置 法 第 10  条 事 象 が 発 生 し た 場 合 、 緊 急 時
対 策 所 内 可 搬 型 エ リ ア モ ニ タ を 緊 急 時 対 策 所 へ 、 緊 急 時 対 策 所 外
可 搬 型 エ リ ア モ ニ タ を ３ 号 炉 及 び ４ 号 炉 の 原 子 炉 格 納 容 器 と 緊 急
時 対 策所 の 間 に 設 置 し 、 放 射 線 量 の 測 定 を 開 始 す る 。  

・ 緊 急 時 対 策 所 外 可 搬 型 エ リ ア モ ニ タ 等 の 指 示 上 昇 や 炉 心 損 傷 が 生
じ る 等 、 プ ル ー ム 放 出 の お そ れ が あ る と 判 断 し た 場 合 、 パ ラ メ ー
タ の 監 視 強 化 及 び 緊 急 時 対 策 所 換 気 設 備 切 替 え の た め の 要 員 配 置
を 行 う。  

・ 原 子 炉 格 納 容 器 か ら プ ル ー ム が 放 出 さ れ 、 緊 急 時 対 策 所 外 可 搬 型
エ リ ア モ ニ タ 又 は 緊 急 時 対 策 所 内 可 搬 型 エ リ ア モ ニ タ の 指 示 が 上
昇 し た 場 合 、 速 や か に 緊 急 時 対 策 所 に お け る 緊 急 時 対 策 所 換 気 設
備 を 緊 急 時 対 策 所 可 搬 型 空 気 浄 化 装 置 か ら 空 気 供 給 装 置 へ 切 り 替
え る と と も に 、 緊 急 時 対 策 所 内 の 酸 素 濃 度 及 び 二 酸 化 炭 素 濃 度 の
測 定 結 果 に 応 じ 、 空 気 流 入 量 を 調 整 す る 。 そ の 後 、 緊 急 時 対 策 所
外 可 搬 型 エ リ ア モ ニ タ 及 び 緊 急 時 対 策 所 内 可 搬 型 エ リ ア モ ニ タ の
指 示 が 低 下 し 、 緊 急 時 対 策 所 周 辺 か ら 希 ガ ス の 影 響 が 減 少 し た と
判 断 し た 場 合 、 緊 急 時 対 策 所 換 気 設 備 を 空 気 供 給 装 置 か ら 緊 急 時
対 策 所可 搬 型 空 気 浄 化 装 置 へ 切 り 替 え る 。  
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必
要
な
指
示
及
び
通
信
連
絡 

重大事故等が発生した場合、重大事故等に対処するために必要な指
示を行う要員等が、緊急時対策所の情報収集設備及び通信連絡設備に
より、必要なプラントパラメータ等を監視又は収集し、重大事故等に
対処するために必要な情報を把握するとともに、重大事故等に対処す
るための対策の検討を行う。  

重 大 事 故 等 に 対 処 す る た め の 対 策 の 検 討 に 必 要 な 資 料 を 緊 急 時 対
策所に整備する。当該資料は常に最新となるよう通常時から維持、管
理する。  

重大事故等が発生した場合、緊急時対策所の通信連絡設備により、
発電所内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う。  

全交流動力電源喪失時は、代替交流電源設備により緊急時対策所の
情報収集設備及び通信連絡設備へ給電する。通信連絡に関わる手順等
は、「 1.19 通信連絡に関する手順等」にて整備する。  

必
要
な
数
の
要
員
の
収
容 

緊急時対策所には、重大事故等に対処するために必要な指示を行う
要員に加え、原子炉格納容器の破損等による発電所外への放射性物質
の 拡 散 を 抑 制 す る た め の 対 策 に 対 処 す る た め に 必 要 な 数 の 要 員 を 含
めた重大事故等に対処するために必要な数の要員を収容する。これら
の要員を収容するため、以下の手順等により必要な資機材、飲料水、
食料等を配備するとともに、維持、管理し、放射線管理等の運用を行
う。  

 
・ 重 大 事 故 等 に 対 処 す る た め に 必 要 な 指 示 を 行 う 要 員 や 現 場 作 業 を

行 う 要員 等 の 対 策 要 員 の 装 備 (線 量 計 、マ ス ク 等 )を 配 備 し 、維 持 、
管 理 し 、 重 大 事 故 等 時 に は こ れ ら を 用 い て 十 分 な 放 射 線 管 理 を 行
う 。  

・ 緊 急 時 対 策 所 へ の 汚 染 の 持 ち 込 み を 防 止 す る た め 、 身 体 サ ー ベ イ
及 び 防 護 具 の 着 替 え 等 を 行 う た め の チ ェ ン ジ ン グ エ リ ア を 通 常 時
か ら 設 置 し 、 緊 急 時 対 策 所 の 外 側 が 放 射 性 物 質 に よ り 汚 染 し た よ
う な 状況 下 に な っ た 場 合 に 運 用 す る 。  

・ 外 部 か ら の 支 援 な し に 1 週 間 活 動 す る た め に 必 要 な 飲 料 水 、 食 料
等 を 備 蓄 し 、 維 持 、 管 理 し 、 重 大 事 故 等 が 発 生 し た 場 合 は 、 緊 急
時 対 策所 内 の 環 境 を 確 認 し た 上 で 、 飲 食 の 管 理 を 行 う 。  

代
替
電
源
（
交
流
）
の
給
電

非常用母線からの給電喪失時は、電源車（緊急時対策所用）を起動
し緊急時対策所へ給電する。代替交流電源として電源車（緊急時対策
所用）は、緊急時対策所立ち上げ時にケーブル接続を行う。  

緊急時対策所立ち上げ時には、待機側の電源車（緊急時対策所用）
のケーブル接続も行う。故障等により電源車（緊急時対策所用）の切
替えが必要になった場合には、速やかに待機側の電源車（緊急時対策
所用）を起動し切り替える。  
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配
置 

重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員と現場作業を行
う要員等との輻輳を避けるレイアウトとし、遮音された少人数の会議
スペースも確保できるよう考慮する。また、要員の収容が適切に行え
るようトイレ等を整備する。  

放
射
線
管
理 

チ ェ ンジ ン グ エ リ ア 内 で は 現 場 作 業 を 行 う 要 員 等 の 身 体サ ー ベ イ
を 行 い、 汚 染 が 確 認 さ れ た 場 合 、 サ ー ベ イ エ リ ア に 隣 接し た 除 染 エ
リ ア にて 除 染 を 行 う 。 汚 染 に よ る 廃 水 が 発 生 し た 場 合 、ウ エ ス に 染
み込ませることで放射性廃棄物として廃棄する。  

緊 急 時対 策 所 非 常 用 空 気 浄 化 フ ィ ル タ ユ ニ ッ ト の 性 能 の低 下 等 、
切 替 えが 必 要 と な っ た 場 合 、 緊 急 時 対 策 所 非 常 用 空 気 浄化 フ ィ ル タ
ユニットを待機側へ切り替え、線量に応じ、交換又は保管を行う。  

現 場 作業 を 行 う 要 員 等 が 身 体 サ ー ベ イ を 待 つ 場 合 、 周 辺か ら の 放
射 線 影響 を 低 減 す る た め 、 遮 蔽 効 果 の あ る 緊 急 時 対 策 所内 で 待 機 す
る。  

電
源
確
保 

全 交 流動 力 電 源 喪 失 時 は 、 ３ 号 炉 及 び ４ 号 炉 原 子 炉 補 助建 屋 に 設
置 さ れて い る 安 全 パ ラ メ ー タ 表 示 シ ス テ ム （ Ｓ Ｐ Ｄ Ｓ ）及 び 安 全 パ
ラ メ ータ 伝 送 シ ス テ ム に つ い て は 、 空 冷 式 非 常 用 発 電 装置 に よ り 給
電される。  

給 電 の手 順 は 「 1.14  電 源 の 確 保 に 関 す る 手 順 等 」 及 び「 1.19 通
信連絡に関する手順等」にて整備する。  

燃
料
補
給 

電 源 車（ 緊 急 時 対 策 所 用 ） へ の 給 油 は 、 定 格 負 荷 運 転 にお け る 燃
料 補 給作 業 着 手 時 間 と な れ ば 燃 料 油 貯 蔵 タ ン ク 又 は 重 油タ ン ク 及 び
タ ン クロ ー リ ー を 用 い て 実 施 す る 。 そ の 後 の 補 給 は 、 定格 負 荷 運 転
時の給油間隔を目安に実施する。重大事故等時 7 日間運転継続する
ために必要な燃料（重油）の備蓄量として、「 1.14  電源の確保に関
する手順等」に示す燃料油貯蔵タンク（ 150k 以上（ 1 基当たり）、
4 基）及び重油タンク（ 160 k  以上（ 1 基当たり）、 4 基）を管理す
る。  
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第 5.1.2 表 重大事故等対策における操作の成立性(1/8) 

No. 対応手段 要員 要員数 想定時間 

1.1 ― ― ― ― 

1.2 

タービン動補助給水ポンプ（現場手動操作）及

びタービン動補助給水ポンプ起動弁（現場手動

操作）によるタービン動補助給水ポンプの機能

回復 

運転員等 
（中央制御室、現場） 

5 45 分 

主蒸気逃がし弁（現場手動操作）による主蒸気

逃がし弁の機能回復 
1.3 にて整備する。 

1.3 

タービン動補助給水ポンプ（現場手動操作）及

びタービン動補助給水ポンプ起動弁（現場手動

操作）によるタービン動補助給水ポンプの機能

回復 

1.2 にて整備する。 

主蒸気逃がし弁（現場手動操作）による主蒸気

逃がし弁の機能回復 
運転員等 
（中央制御室、現場） 

5 30 分 

窒素ボンベ（代替制御用空気供給用）による加

圧器逃がし弁の機能回復 
運転員等 
（中央制御室、現場） 

2 55 分 

可搬式空気圧縮機（代替制御用空気供給用）に

よる加圧器逃がし弁の機能回復 
運転員等 
（中央制御室、現場） 

2 55 分 

可搬型バッテリ（加圧器逃がし弁用）による加

圧器逃がし弁の機能回復 

運転員等 
（中央制御室、現場） 

2 
75 分 

緊急安全対策要員 2 

1.4 

Ａ格納容器スプレイポンプ（ＲＨＲＳ－ＣＳＳ

連絡ライン使用）による代替炉心注水 
運転員等 
（中央制御室、現場） 

2 20 分 

恒設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水 
運転員等 
（中央制御室、現場） 

4 30 分 

可搬式代替低圧注水ポンプによる代替炉心注

水 

運転員等 
（中央制御室） 

1 

4.8 時間 
緊急安全対策要員 
（中央制御室、現場） 

12 

Ａ格納容器スプレイポンプ（ＲＨＲＳ－ＣＳＳ

連絡ライン使用）による代替再循環運転 
運転員等 
（中央制御室、現場） 

2 15 分 

Ｂ充てんポンプ（自己冷却）による代替炉心注

水 

運転員等 
（中央制御室、現場） 

3 
84 分 

緊急安全対策要員 3 

蓄圧タンクによる代替炉心注水 
運転員等 
（中央制御室、現場） 

2 15 分 

主蒸気逃がし弁（現場手動操作）による蒸気放

出 

1.3 にて整備する。 
（主蒸気逃がし弁（現場手動操作）による主蒸気逃がし弁の

機能回復と同様） 
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第 5.1.2 表 重大事故等対策における操作の成立性(3/8) 

No. 対応手段 要員 要員数 想定時間 

1.8 

恒設代替低圧注水ポンプによる代替格納容器

スプレイ 
運転員等 
（中央制御室、現場） 

3 30 分 

可搬式代替低圧注水ポンプによる代替格納容

器スプレイ 

運転員等 
（中央制御室） 

1 
4.8 時間 

緊急安全対策要員 
（中央制御室、現場） 

12 

Ａ格納容器スプレイポンプ（ＲＨＲＳ－ＣＳ

Ｓ連絡ライン使用）による代替炉心注水 
1.4 にて整備する。 

恒設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水 1.4 にて整備する。 

可搬式代替低圧注水ポンプによる代替炉心注

水 
1.4 にて整備する。 

B 充てんポンプ（自己冷却）による代替炉心

注水 
1.4 にて整備する。 

1.9 可搬型格納容器水素ガス濃度計 
運転員等 
（中央制御室、現場） 

2 60 分 

1.10 

水素排出（アニュラス空気浄化設備） 
全交流動力電源又は常設直流電源が喪失した

場合の操作手順 
窒素ボンベ（代替制御用空気供給用）による

アニュラス空気浄化設備の運転 

運転員等 
（中央制御室、現場） 

2 55 分 

水素排出（アニュラス空気浄化設備） 
全交流動力電源又は常設直流電源が喪失した

場合の操作手順 
可搬式空気圧縮機（代替制御用空気供給用）

によるアニュラス空気浄化設備の運転 

運転員等 
（中央制御室、現場） 

2 55 分 

1.11 

海水から使用済燃料ピットへの注水 緊急安全対策要員 5 3.4 時間 

送水車による使用済燃料ピットへのスプレイ 緊急安全対策要員 7 2.9 時間 

大容量ポンプ（放水砲用）及び放水砲による

原子炉周辺建屋（貯蔵槽内燃料体等）への放

水 

1.12 にて整備する。 
（大容量ポンプ（放水砲用）及び放水砲による大気への拡散抑

制と同様） 

可搬型設備による使用済燃料ピットの状態監

視 
緊急安全対策要員 4 2 時間 
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第 5.1.2 表 重大事故等対策における操作の成立性(5/8) 

No. 対応手段 要員 要員数 想定時間 

1.13 

海水を用いた復水ピットへの補給 緊急安全対策要員 5 4.1 時間 

燃料取替用水ピットから復水ピットへの水

源切替（炉心注水時） 

運転員等 
（中央制御室、現場） 

3 

2 時間 
緊急安全対策要員 3 

燃料取替用水ピットから海水への水源切替

（炉心注水時） 
1.4 にて整備する。 

（可搬式代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水と同様） 

燃料取替用水ピットから復水ピットへの水

源切替（格納容器スプレイ時） 

運転員等 
（中央制御室、現場） 

2 

2 時間 
緊急安全対策要員 3 

燃料取替用水ピットから海水への水源切替

（格納容器スプレイ時） 

1.6 にて整備する。 
（可搬式代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイと同

様） 

復水ピットから燃料取替用水ピットへの補

給 

運転員等 
（中央制御室、現場） 

2 
110 分 

緊急安全対策要員 3 

Ａ格納容器スプレイポンプ（ＲＨＲＳ－ＣＳ

Ｓ連絡ライン使用）による代替再循環運転 
1.4 にて整備する。 

海水から使用済燃料ピットへの注水 1.11 にて整備する。 

送水車による使用済燃料ピット又は原子炉

周辺建屋（貯蔵槽内燃料体等）へのスプレイ

1.11、1.12 にて整備する。 
（送水車による使用済燃料ピットへのスプレイ、送水車及びス

プレイヘッダによる大気への拡散抑制と同様） 

大容量ポンプ（放水砲用）及び放水砲による

使用済燃料ピット又は原子炉周辺建屋（貯蔵

槽内燃料体等）への放水 

1.11、1.12 にて整備する。 
（大容量ポンプ（放水砲用）及び放水砲による使用済燃料ピッ

トへの放水、大容量ポンプ（放水砲用）及び放水砲による大気

への拡散抑制と同様） 

大容量ポンプ（放水砲用）及び放水砲による

格納容器及びアニュラス部への放水 
1.12 にて整備する。 
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第 5.1.2 表 重大事故等対策における操作の成立性(6/8) 

No. 対応手段 要員 要員数 想定時間 

1.14 

空冷式非常用発電装置による代替電源（交

流）からの給電 
運転員等 
（中央制御室、現場） 

3 20 分 

号機間電力融通恒設ケーブル（3 号～4
号）を使用した号機間融通による代替電

源（交流）からの給電  

運転員等 
（中央制御室、現場） 

2 
75 分 

緊急安全対策要員 2 

電源車による代替電源（交流）からの給

電  

運転員等 
（中央制御室、現場） 

3 
70 分 

緊急安全対策要員 4 

号機間電力融通予備ケーブル（3 号～4 号)
を使用した号機間融通による代替電源（交

流）からの給電 

運転員等 
（中央制御室、現場） 

2 
2.4 時間 

緊急安全対策要員 6 

蓄電池（安全防護系用）による代替電源

（直流）からの給電  
運転員等 
（中央制御室、現場） 

2 20 分 

可搬式整流器による代替電源（直流）か

らの給電  

運転員等（現場） 1 
2 時間 

緊急安全対策要員 2 

代替所内電気設備による交流及び直流の

給電（空冷式非常用発電装置）  

運転員等 
（中央制御室、現場） 

2 
4 時間 

緊急安全対策要員 2 

空冷式非常用発電装置への燃料(重油)補給 緊急安全対策要員 2 2.3 時間 

電源車への燃料（重油）補給 緊急安全対策要員 2 2.3 時間 

ディーゼル発電機への燃料（重油）補給 緊急安全対策要員 2 100 分 
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第 5.1.2 表 重大事故等対策における操作の成立性(7/8) 

No. 対応手段 要員 要員数 想定時間 

1.15 可搬型計測器によるパラメータ計測又は監

視 
緊急安全対策要員 2 35 分 

1.16 

中央制御室空調装置の運転手順（全交流動

力電源が喪失した場合） 

運転員等 
（中央制御室） 

1 
70 分 

緊急安全対策要員 2 

アニュラス空気浄化設備の運転手順等 
(全交流動力電源又は常設直流電源が喪失

した場合に窒素ボンベ (代替制御用空気供

給用)によるアニュラス空気浄化設備の運

転） 

運転員等 
（中央制御室、現場） 

2 55 分 

アニュラス空気浄化設備の運転手順等 
(全交流動力電源又は常設直流電源が喪失

した場合に可搬式空気圧縮機 (代替制御用

空気供給用)によるアニュラス空気浄化設

備の運転） 

運転員等 
（中央制御室、現場） 

2 55 分 

1.17 

可搬式モニタリングポストによる放射線量

の代替測定 
緊急安全対策要員 4 3.5 時間 

可搬式モニタリングポストによる原子炉格

納施設を囲む 8 方位の放射線量の測定 
緊急安全対策要員 4 2.3時間※1 

可搬型放射線計測装置による空気中の放射

性物質の濃度の測定 
緊急安全対策要員 2 75 分 

可搬型放射線計測装置による水中の放射性

物質の濃度の測定 
緊急安全対策要員 2 95 分 

可搬型放射線計測装置による土壌中の放射

性物質の濃度の測定 
緊急安全対策要員 2 60 分 

海上モニタリング測定 緊急安全対策要員 4 2時間※2 

モニタリングステーション、モニタリング

ポスト及び可搬式モニタリングポストのバ

ックグラウンド低減対策 
緊急安全対策要員 2 3 時間 

可搬式気象観測装置による気象観測項

目の代替測定  
緊急安全対策要員 6 2 時間 

※1：可搬式モニタリングポストによる代替測定でカバーできない 4 方位に設置した場合に想定される作業時間。  
※2：小型船舶が海面に着水するまでの時間を記載した。その後の一連の作業（1 箇所当たり）の所要時間は、約 100 分。 
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頁 行 補 正 前 補 正 後 
 

10-7-2 
 
 
 
 

10-7-3 
～ 

10-7-4 
の間 

 
10-7-4 

 
 
 
 
 
 
 

10-7-6 
 
 
 
 
 
 

10-7-7 
 
 
 
 
 
 

10-7-8 
 
 
 

 
10-7-9 
～ 

10-7-10 
の間 

 

 
下 4 行～ 

下 3 行 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
下 2 行～ 

下 1 行 
 

 
（7.1.2.1(3)のa. ～p. 、第

7.1.2.1表及び第7.1.2.1図～

第7.1.2.4図は変更前の記載

に同じ。） 
 
 （記載追加） 
 
 
 
 
第 7.1.2.5 図 「全交流動

力電源喪失」の作業と所要

時間（外部電源喪失＋非常

用所内交流電源喪失＋原

子炉補機冷却機能喪失＋

ＲＣＰシールＬＯＣＡ）

（１／２） 
 
第 7.1.2.6 図 「全交流動

力電源喪失」の作業と所要

時間（外部電源喪失＋非常

用所内交流電源喪失＋原

子炉補機冷却機能喪失）

（１／２） 
 
第 7.1.2.6 図 「全交流動

力電源喪失」の作業と所要

時間（外部電源喪失＋非常

用所内交流電源喪失＋原

子炉補機冷却機能喪失）

（２／２） 
 
（7.1.3.1(3)の a.～o.、第

7.1.3.1 表及び第 7.1.3.1
図～第 7.1.3.3 図は変更

前の記載に同じ。） 
 
 （記載追加） 
 
 
 
 

 
（7.1.2.1(3)の a.～p.、第

7.1.2.1 表、第7.1.2.1 図及び

第7.1.2.2 図は変更前の記載

に同じ。） 
 
別紙 10-7-1 を追加する。

 
 
 
 
別紙 10-7-2 に変更する。

 
 
 
 
 
 
 
別紙 10-7-3 に変更する。

 
 
 
 
 
 
別紙 10-7-4 に変更する。

 
 
 
 
 
 
（7.1.3.1(3)の a.～o.、第

7.1.3.1 表、第 7.1.3.1 図

及び第 7.1.3.2 図は変更

前の記載に同じ。） 
 
別紙 10-7-5 を追加する。

 
 
 
 

10-7-1



 

頁 行 補 正 前 補 正 後 
 

10-7-10 
 
 
 
 
 

10-7-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-7-21 
～ 

10-7-22 
の間 

 
10-7-25 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

10-7-26 
～ 

10-7-27 
の間 

 
10-7-30 

～ 
10-7-31 
の間 

 
 

 
第 7.1.3.4 図 「原子炉補

機冷却機能喪失」の作業と

所要時間（原子炉補機冷却

機能喪失＋ＲＣＰシール

ＬＯＣＡ）（１／２） 
 
第 7.2.1.1.3 図 「雰囲気

圧力・温度による静的負

荷（格納容器過圧破損）」

の作業と所要時間（大破

断ＬＯＣＡ時に高圧注入

機能、低圧注入機能及び

格納容器スプレイ注入機

能が喪失する事故）（１

／２） 
 
 （記載追加） 
 
 
 
 
第 7.2.1.2.3 図 「雰囲気

圧力・温度による静的負

荷（格納容器過温破損）」

の作業と所要時間（外部

電源喪失時に非常用所内

交流電源が喪失し、補助

給水機能が喪失する事

故）（１／２）  
 
 （記載追加） 
 
 
 
 
 （記載追加） 
 
 
 
 
 

 
別紙 10-7-6 に変更する。

 
 
 
 
 
別紙 10-7-7 に変更する。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
別紙 10-7-8 を追加する。

 
 
 
 
別紙 10-7-9 に変更する。

 
 
 
 
 
 
 
 
別紙 10-7-10 を追加する。

 
 
 
 
別紙 10-7-11 を追加する。

 
 
 
 
 

10-7-2



 

頁 行 補 正 前 補 正 後 
 

10-7-33 
 
 
 
 
 

10-7-36 
 
 
 
 

10-7-40 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
第 7.3.1.3 図 「想定事故

１」の作業と所要時間（使

用済燃料ピット冷却系及

び補給水系の故障）（２／

２） 
 
第 7.3.2.3 図 「想定事故

２」の作業と所要時間（使

用済燃料ピット冷却系配

管の破断）（２／２） 
 
第 7.4.2.3 図 「全交流動

力電源喪失」の作業と所要

時間（燃料取出前のミッド

ループ運転中に外部電源

が喪失するとともに非常

用所内交流電源が喪失し、

原子炉補機冷却機能が喪

失する事故）（１／２） 
 
 

 
別紙 10-7-12 に変更する。

 
 
 
 
 
別紙 10-7-13 に変更する。

 
 
 
 
別紙 10-7-14 に変更する。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-7-3



 

 
第 7.1.2.3 図 「全交流動力電源喪失」の対応手順の概要  

（「外部電源喪失＋非常用所内交流電源喪失＋原子炉補機冷却機能喪失 

＋ＲＣＰシールＬＯＣＡ」の事象進展） 
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第 7.1.2.4 図 「全交流動力電源喪失」の対応手順の概要  

（「外部電源喪失＋非常用所内交流電源喪失  

＋原子炉補機冷却機能喪失」の事象進展）  
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第 7.1.3.3 図 「原子炉補機冷却機能喪失」の対応手順の概要  

（「原子炉補機冷却機能喪失＋ＲＣＰシールＬＯＣＡ」の事象進展）  
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第 7.2.1.1.5 図 「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）」  
の事象進展（対応手順の概要）  

（大破断ＬＯＣＡ時に高圧注入機能、低圧注入機能及び格納容器スプレイ注入機能が

喪失する事故）  
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 第 7.2.1.2.5 図 「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）」  
の事象進展（対応手順の概要）  

（外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、補助給水機能が喪失する事故）  
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第 7.2.4.7 図 「水素燃焼」の事象進展（対応手順の概要）  

（大破断ＬＯＣＡ時に高圧注入機能及び低圧注入機能が喪失する事故）  
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添付書類十（追補１）の一部補正



 

添付書類十（追補１）を以下のとおり補正する。 

頁 行 補 正 前 補 正 後 
 

1.3-1 の 
前頁 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
上 9 行～ 
上 11 行 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.7  原子炉格納容器の

過圧破損を防止するため

の手順等 
   
1.9  水素爆発による原

子炉格納容器の破損を防

止するための手順等 
   
1.11  使用済燃料貯蔵

槽の冷却等のための手順

等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.7  原子炉格納容器の

過圧破損を防止するため

の手順等 
1.8  原子炉格納容器下

部の溶融炉心を冷却する

ための手順等 
1.9  水素爆発による原

子炉格納容器の破損を防

止するための手順等 
1.10  水素爆発による

原子炉建屋等の損傷を防

止するための手順等 
1.11  使用済燃料貯蔵

槽の冷却等のための手順

等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-追1-目-1



 

頁 行 補 正 前 補 正 後 
 

1.3-1 
～ 

1.3-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（記載変更） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
別紙 1.3-1 に変更する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3-1



 

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等  

 

記述は、平成３１年１月１６日付け原規規発第１９０１１６４号をも

って設置変更許可を受けた大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可申請

書の添付書類十追補１の３号炉及び４号炉に係る記述のうち、「 1.3 原

子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等」の記載内容に同

じ。  

ただし、「 1.3.1 (2) b.  (b) 重大事故等対処設備と多様性拡張設備」、

「 1.3.2.2 (3)a.(c) 操作の成立性」、「 1.3.2.2 (3)c.(c) 操作の成立性」、

「第 1.3.11図 窒素ボンベ（代替制御用空気供給用）による加圧器逃が

し弁の機能回復 タイムチャート」及び「第 1.3.15図 可搬型バッテリ

（加圧器逃がし弁用）による加圧器逃がし弁の機能回復 タイムチャー

ト」に係る記述を以下のとおり変更する。  

 

1.3.1 対応手段と設備の選定  

(2) 対応手段と設備の選定の結果  

b.  サポート系機能喪失時の対応手段及び設備  

(b) 重大事故等対処設備と多様性拡張設備  

機能喪失原因対策分析の結果により選定した、タービン動

補助給水ポンプの機能を回復させる手段に使用する設備のう

ち、タービン動補助給水ポンプ（現場手動操作）及びタービン

動補助給水ポンプ起動弁（現場手動操作）は、いずれも重大事

故等対処設備と位置づける。  

電動補助給水ポンプの機能を回復させる手段に使用する設

備のうち、空冷式非常用発電装置、燃料油貯蔵タンク、重油タ

ンク及びタンクローリーは、いずれも重大事故等対処設備と

位置づける。  

主蒸気逃がし弁の機能を回復させる手段に使用する設備の

別紙 1.3-1

1.3-2



 

うち、主蒸気逃がし弁（現場手動操作）は機能回復のため現場

において窒素ボンベ（主蒸気逃がし弁作動用）を接続するのと

同等以上の作業の迅速性及び駆動軸を人力で直接操作するこ

とによる操作の確実性を有するため、重大事故等対処設備と

位置づける。  

加圧器逃がし弁の機能を回復させる手段に使用する設備の

うち、窒素ボンベ（代替制御用空気供給用）、可搬式空気圧縮

機（代替制御用空気供給用）、可搬型バッテリ（加圧器逃がし

弁用）、空冷式非常用発電装置、可搬式整流器、燃料油貯蔵タ

ンク、重油タンク及びタンクローリーは、いずれも重大事故等

対処設備と位置づける。  

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備

は、審査基準及び基準規則に要求される設備をすべて網羅し

ている。  

以上の重大事故等対処設備により、全交流動力電源又は常

設直流電源系統が喪失しても１次冷却系を減圧するために必

要な設備の機能を回復できる。また、以下の設備はそれぞれに

示す理由から多様性拡張設備と位置づける。  

・  窒素ボンベ（主蒸気逃がし弁作動用）  

窒素ボンベの容量から使用時間に制限があるものの、

事故発生時の初動対応である主蒸気逃がし弁（現場手動

操作）に対して中央制御室からの遠隔操作が可能となり、

運転員等の負担軽減となる。また、蒸気発生器伝熱管破

損又は主蒸気、主給水配管破断等により現場の環境が悪

化した場合でも対応可能である。  

・  大容量ポンプ、Ｂ制御用空気圧縮機（海水冷却）  

大容量ポンプを用いて補機冷却水（海水）を通水する

までに約 9.2時間を要するが、Ｂ制御用空気圧縮機の機

1.3-3



 

能回復により、主蒸気逃がし弁及び加圧器逃がし弁の中

央制御室からの遠隔操作が可能となり、運転員等の負担

軽減となる。  

 

1.3.2 重大事故等時の手順等  

1.3.2.2 サポート系機能喪失時の手順等  

(3) 加圧器逃がし弁の機能回復  

a.  窒素ボンベ（代替制御用空気供給用）による加圧器逃がし弁

の機能回復  

(c) 操作の成立性  

上記の対応は中央制御室にて 1ユニット当たり運転員等 1名、

現場にて 1ユニット当たり運転員等 1名により作業を実施し、

所要時間は約 55分と想定する。  

円滑に作業ができるように移動経路を確保し、可搬型照明、

通信設備等を整備する。作業環境の周囲温度は通常運転状態

と同程度である。  

 

c.  可搬型バッテリ（加圧器逃がし弁用）による加圧器逃がし弁

の機能回復  

(c) 操作の成立性  

上記の対応は中央制御室にて 1ユニット当たり運転員等 1名、

現場にて 1ユニット当たり運転員等 1名及び緊急安全対策要員

2名により作業を実施し、所要時間は約 75分と想定する。  

円滑に作業ができるように移動経路を確保し、可搬型照明、

通信設備等を整備する。作業環境の周囲温度は通常運転状態

と同程度である。  
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備考

系統構成

加圧器逃がし弁開操作

移動

系統構成

※ 現場移動時間には防保護具着用時間を含む。

40 50 60 70 80

第1.3.11図　　窒素ボンベ（代替制御用空気供給用）による加圧器逃がし弁の機能回復　タイムチャート

100

手順の項目 要員（数）

窒素ボンベ（代替
制御用空気供給
用）による加圧器
逃がし弁の機能回
復

運転員等
（中央制御
室）

1

運転員等
（現場）

1

経過時間（分）
3010 20 90

約55分 窒素ボンベ（代替制御用空気供給用）に

よる加圧器逃がし弁の開操作開始

▽
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備考

移動

ケーブル敷設及び接続

可搬型バッテリ（加圧器逃がし弁用）起動

加圧器逃がし弁開操作

移動

給電準備

給電操作

※ 現場移動時間には防保護具着用時間を含む。

第1.3.15図　　可搬型バッテリ（加圧器逃がし弁用）による加圧器逃がし弁の機能回復　タイムチャート

運転員等
（中央制御
室）

1

運転員等
（現場） 1

可搬型バッテリ
（加圧器逃がし
弁用）による
加圧器逃がし弁
の機能回復

緊急安全
対策要員

2

90 100

手順の項目 要員（数）

経過時間（分）
10 20 30 40 50 60 70 80

▽
約75分可搬型バッテリ（加圧器逃がし弁用）

による加圧器逃がし弁開操作開始
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頁 行 補 正 前 補 正 後 
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別紙 1.5-1 に変更する。 
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1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等  

 

記述は、平成３１年１月１６日付け原規規発第１９０１１６４号をも

って設置変更許可を受けた大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可申請

書の添付書類十追補１の３号炉及び４号炉に係る記述のうち、「 1.5 最

終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」の記載内容に同じ。  

ただし、「 1.5.1 (2) a.  (b) 重大事故等対処設備と多様性拡張設備」、

「 1.5.1 (2) b.  (b) 重大事故等対処設備と多様性拡張設備」、「 1.5.2.1 

(5)a.(c) 操作の成立性」、「 1.5.2.1 (6)a.(c) 操作の成立性」、「 1.5.2.2 

(2)c. (c)  操作の成立性」、「第 1.5.5図 ポンプ車を使用した蒸気発生器

２次側のフィードアンドブリード  タイムチャート」、「第 1.5.7図 大

容量ポンプによる補機冷却水（海水）通水 タイムチャート」、「第 1.5.11

図 補機冷却水（大容量ポンプ冷却）による余熱除去ポンプを用いた代

替炉心冷却 タイムチャート」及び「第 1.5.13図 大容量ポンプを用い

たＢ制御用空気圧縮機（海水冷却）による主蒸気逃がし弁の機能回復 タ

イムチャート」に係る記述を以下のとおり変更する。  

 

1.5.1 対応手段と設備の選定  

(2) 対応手段と設備の選定の結果  

a.  フロントライン系機能喪失時の対応手段及び設備  

(b) 重大事故等対処設備と多様性拡張設備  

機能喪失原因対策分析の結果により選定した、蒸気発生器２

次側による炉心冷却で使用する設備のうち、電動補助給水ポン

プ、タービン動補助給水ポンプ、復水ピット、蒸気発生器及び

主蒸気逃がし弁（現場手動操作）は、いずれも重大事故等対処

設備と位置づける。  

格納容器内自然対流冷却で使用する設備のうち、Ａ、Ｄ格納

容器再循環ユニット、大容量ポンプ、可搬型温度計測装置（格

別紙 1.5-1
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納容器再循環ユニット入口温度／出口温度（ＳＡ）用）、燃料

油貯蔵タンク、重油タンク及びタンクローリーは、いずれも重

大事故等対処設備と位置づける。  

代替補機冷却で使用する設備のうち、大容量ポンプ、燃料油

貯蔵タンク、重油タンク、タンクローリー及びＢ高圧注入ポン

プ（海水冷却）は、いずれも重大事故等対処設備と位置づける。  

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備

は、審査基準及び基準規則に要求される設備をすべて網羅して

いる。  

以上の重大事故等対処設備により、最終ヒートシンクヘ熱を

輸送できない場合においても、原子炉及び格納容器内を冷却す

るために必要な設備の機能を回復できる。また、以下の設備は

それぞれに示す理由から多様性拡張設備と位置づける。  

・  電動主給水ポンプ、脱気器タンク  

耐震性がないものの、常用母線が健全で、脱気器タン

クの保有水があれば、電動補助給水ポンプ及びタービン

動補助給水ポンプ（以下「補助給水ポンプ」という。）の

代替手段として有効である。  

・  蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）、復水ピット  

ポンプ吐出圧力が約 3.0MPa〔 gage〕であるため、１次

冷却材圧力及び温度が低下し、蒸気発生器２次側の圧力

が低下しないと使用できないが、補助給水ポンプの代替

手段として長期的な事故収束のための蒸気発生器への注

水手段として有効である。  

・  所内用空気圧縮機  

耐震性がないものの、常用母線が健全であれば、制御

用空気喪失時に所内用空気圧縮機から代替制御用空気が

供給され、主蒸気逃がし弁の制御用空気として使用でき
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るため有効である。  

・  タービンバイパス弁  

耐震性がないものの、常用母線及び復水器真空度が健

全であれば、主蒸気逃がし弁の代替手段として有効であ

る。  

・  窒素ボンベ（主蒸気逃がし弁作動用）  

窒素ボンベの容量から使用時間に制限があるものの、

事故発生時の初動対応である主蒸気逃がし弁（現場手動

操作）に対して中央制御室からの遠隔操作が可能となり、

運転員等の負担軽減となる。また、蒸気発生器伝熱管破

損又は主蒸気、主給水配管破断等により現場の環境が悪

化した場合でも対応可能である。  

・  ポンプ車、送水車  

可搬型ホースの接続作業等に時間を要するが、長期的

な事故収束のための蒸気発生器への注水手段として有効

である。  

・  Ｂ制御用空気圧縮機（海水冷却）  

大容量ポンプを用いて補機冷却水（海水）を通水する

までに約 9.2 時間を要するが、Ｂ制御用空気圧縮機の機

能回復により、主蒸気逃がし弁の中央制御室からの遠隔

操作が可能となり、運転員等の負担軽減となる。  

・  空調用冷水ポンプ（Ａ余熱除去ポンプ冷却用）  

換気空調設備の冷却用として設置しており、空調用冷

凍機は耐震性がないものの、空調用冷水系が健全であれ

ば、原子炉補機冷却水の代替手段として有効である。  

・  大容量ポンプ、余熱除去ポンプ、原子炉補機冷却水ポン

プ、原子炉補機冷却水冷却器  

大容量ポンプを用いて補機冷却水（大容量ポンプ冷却）
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を通水するまでに約 7.2 時間を要するが、長期的な事故

収束のための原子炉の冷却として有効である。  

 

b.  サポート系機能喪失時の対応手段及び設備  

(b) 重大事故等対処設備と多様性拡張設備  

機能喪失原因対策分析の結果により選定した、蒸気発生器２

次側による炉心冷却で使用する設備のうち、電動補助給水ポン

プ、空冷式非常用発電装置、タービン動補助給水ポンプ、復水

ピット、蒸気発生器、燃料油貯蔵タンク、重油タンク、タンク

ローリー及び主蒸気逃がし弁（現場手動操作）は、いずれも重

大事故等対処設備と位置づける。格納容器内自然対流冷却で使

用する設備のうち、Ａ、Ｄ格納容器再循環ユニット、大容量ポ

ンプ、可搬型温度計測装置（格納容器再循環ユニット入口温度

／出口温度（ＳＡ）用）、燃料油貯蔵タンク、重油タンク及びタ

ンクローリーは、いずれも重大事故等対処設備と位置づける。

大容量ポンプによる代替補機冷却で使用する設備のうち、大容

量ポンプ、Ｂ高圧注入ポンプ（海水冷却）、空冷式非常用発電

装置、燃料油貯蔵タンク、重油タンク及びタンクローリーは、

いずれも重大事故等対処設備と位置づける。  

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備

は、審査基準及び基準規則に要求される設備をすべて網羅して

いる。  

以上の重大事故等対処設備により、全交流動力電源が喪失し

最終ヒートシンクヘ熱を輸送できない場合においても、原子炉

及び格納容器内を冷却するために必要な設備の機能を回復で

きる。また、以下の設備はそれぞれに示す理由から多様性拡張

設備と位置づける。  

・  蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプ（電動）、復水ピット  
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ポンプ吐出圧力が約 3.0MPa〔 gage〕であるため、１次

冷却材圧力及び温度が低下し、蒸気発生器２次側の圧力

が低下しないと使用できないが、補助給水ポンプの代替

手段として長期的な事故収束のための蒸気発生器への注

水手段として有効である。  

・  窒素ボンベ（主蒸気逃がし弁作動用）  

窒素ボンベの容量から使用時間に制限があるものの、

事故発生時の初動対応である主蒸気逃がし弁（現場手動

操作）に対して中央制御室からの遠隔操作が可能となり、

運転員等の負担軽減となる。また、蒸気発生器伝熱管破

損又は主蒸気、主給水配管破断等により現場の環境が悪

化した場合でも対応可能である。  

・  Ｂ制御用空気圧縮機（海水冷却）、大容量ポンプ  

大容量ポンプを用いて補機冷却水（海水）を通水する

までに約 9.2 時間を要するが、Ｂ制御用空気圧縮機の機

能回復により、主蒸気逃がし弁の中央制御室からの遠隔

操作が可能となり、運転員等の負担軽減となる。  

・  ポンプ車、送水車  

可搬型ホースの接続作業等に時間を要するが、長期的

な事故収束のための蒸気発生器への注水手段として有効

である。  

・  大容量ポンプ、余熱除去ポンプ、原子炉補機冷却水ポン

プ、原子炉補機冷却水冷却器  

大容量ポンプを用いて補機冷却水（大容量ポンプ冷却）

を通水するまでに約 7.2 時間を要するが、長期的な事故

収束のための原子炉の冷却として有効である。  

 

 

1.5-6



 

1.5.2 重大事故等時の手順等  

1.5.2.1 フロントライン系機能喪失時の手順等  

(5) 代替補機冷却  

a.  大容量ポンプによる補機冷却水（海水）通水  

 (c) 操作の成立性  

上記の対応は中央制御室及び現場にて緊急安全対策要員 20

名により作業を実施し、所要時間は約 9.2時間と想定する。  

円滑に作業ができるように移動経路を確保し、可搬型照明、

通信設備等を整備する。可搬型ホース等の取付けについては

速やかに作業ができるように大容量ポンプの保管場所に使用

工具及び可搬型ホースを配備する。ディスタンスピース取替

えについては速やかに作業ができるよう、作業場所近傍に使

用工具を配備する。作業環境の周囲温度は通常運転状態と同

程度である。  

 

 (6) 大容量ポンプによる代替補機冷却  

a.  補機冷却水（大容量ポンプ冷却）による余熱除去ポンプを用

いた代替炉心冷却  

(c) 操作の成立性  

上記の対応は中央制御室にて運転員等 1名、現場にて緊急安

全対策要員 20名により作業を実施し、所要時間は約 7.2時間と

想定している。  

円滑に作業できるように、移動経路を確保し、可搬型照明、

通信設備等を整備する。作業環境の周囲温度は通常運転状態

と同程度である。  

 

1.5.2.2 サポート系機能喪失時の手順等  

(2) 蒸気発生器２次側による炉心冷却（蒸気放出）  
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c.  大容量ポンプを用いたＢ制御用空気圧縮機（海水冷却）によ

る主蒸気逃がし弁の機能回復  

(c) 操作の成立性  

上記の対応は中央制御室及び現場にて緊急安全対策要員

20 名により作業を実施し、所要時間は約 9.2 時間と想定する。 

円滑に作業ができるように移動経路を確保し、可搬型照明、

通信設備等を整備する。可搬型ホース等の取付けについては

速やかに作業ができるように大容量ポンプの保管場所に使用

工具及び可搬型ホースを配備する。ディスタンスピース取替

えについては速やかに作業ができるよう、作業場所近傍に使

用工具を配備する。作業環境の周囲温度は通常運転状態と同

程度である。  
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備考

手順の項目

移動及びポンプ車、可搬型ホース等の敷設

ポンプ車配置及び可搬型ホース接続

ポンプ車起動操作

送水車の配置、可搬型ホース敷設

送水車の起動、可搬型ホースの監視

移動及び可搬型ホース取付け

主給水逆止弁開放作業（治具取付け）及びライン接続

主蒸気管ドレンライン排水ホース接続

移動

資機材準備

蒸気発生器ブローダウンタンク水位制御弁開操作

移動

給水ライン系統構成

主蒸気管ドレンライン系統構成

給水ライン系統確認

移動

給水ライン系統構成及びブロー

主蒸気管ドレンライン系統構成及びブロー

注水準備

※ 現場移動時間には防保護具着用時間を含む。

経過時間（時間）

1 2 3 4 105 6 9 50 51

要員（数）

11 45 46 47 48 497 8

第1.5.5図 　ポンプ車を使用した蒸気発生器２次側のフィードアンドブリード　 タイムチャート

2

1

4

ポンプ車を使用した蒸気
発生器２次側のフィード
アンドブリード

緊急安全対策要
員

6

5

24

ポンプ車を使用した蒸気発生器２次側
のフィードアンドブリード開始

▽約48時間
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備考

手順の項目

移動、大容量ポンプ配置

大容量ポンプ通水ライン準備及び可搬型ホース接続等

Ａ、Ｄ格納容器再循環ユニット系統構成

海水系及び原子炉補機冷却水系通水ライン系統構成

ディスタンスピース取替え（海水系～原子炉補機冷却水系）

大容量ポンプ起動及び通水

Ａ、Ｄ格納容器再循環ユニット通水

Ｂ高圧注入ポンプ通水準備

Ｂ高圧注入ポンプ通水

Ｂ制御用空気圧縮機通水準備

Ｂ制御用空気圧縮機通水

※ 現場移動時間には防保護具着用時間を含む。

経過時間（時間）
1 2 63 4 95 10 11

第1.5.7図　大容量ポンプによる補機冷却水（海水）通水　タイムチャート

要員（数）

大容量ポンプによる
補機冷却水（海水）
通水

緊急安全対策要
員

20

7 8

大容量ポンプによる補機

冷却水（海水）通水開始

▽約9.2時間

1.5-10



備考

手順の項目

移動、大容量ポンプ配置

大容量ポンプ通水ライン準備及び可搬型ホース接続等

海水系及び原子炉補機冷却水系通水ライン系統構成

大容量ポンプ起動及び通水

海水系及び原子炉補機冷却水系通水ライン系統構成

※ 現場移動時間には防保護具着用時間を含む。

第1.5.11図　補機冷却水（大容量ポンプ冷却）による余熱除去ポンプを用いた代替炉心冷却　タイムチャート

975 63

補機冷却水（大容
量ポンプ冷却）に
よる余熱除去ポン
プを用いた代替炉
心冷却

1運転員等
（中央制御室）

緊急安全対策要員 20

2

要員（数）

1
経過時間（時間）

10 114 8

▽約7.2時間
補機冷却水（大容量ポンプ冷却）による余熱除去ポンプ
を用いた代替炉心冷却開始
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備考

手順の項目

移動、大容量ポンプ配置

大容量ポンプ通水ライン準備及び可搬型ホース接続等

Ａ、Ｄ格納容器再循環ユニット系統構成

海水系及び原子炉補機冷却水系通水ライン系統構成

ディスタンスピース取替え（海水系～原子炉補機冷却水系）

大容量ポンプ起動及び通水

Ａ、Ｄ格納容器再循環ユニット通水

Ｂ制御用空気圧縮機通水準備

Ｂ制御用空気圧縮機通水

※ 現場移動時間には防保護具着用時間を含む。

経過時間（時間）
1 2 63 4 95 10 11

第1.5.13図　大容量ポンプを用いたＢ制御用空気圧縮機（海水冷却）による主蒸気逃がし弁の機能回復　タイムチャート

要員（数）

大容量ポンプを用
いたＢ制御用空気
圧縮機（海水冷
却）による主蒸気
逃がし弁の機能回
復

緊急安全対策要員 20

7 8

大容量ポンプを用いたＢ制御用

空気圧縮機（海水冷却）通水開始

▽約9.2時間
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1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等  
 

記述は、平成３１年１月１６日付け原規規発第１９０１１６４号をも

って設置変更許可を受けた大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可申請

書の添付書類十追補１の３号炉及び４号炉に係る記述のうち、「 1.6 原

子炉格納容器内の冷却等のための手順等」の記載内容に同じ。  

ただし、「 1.6.1 (2) a.(a) ⅱ .  重大事故等対処設備と多様性拡張設

備」、「 1.6.1 (2) a.  (b) ⅱ .  重大事故等対処設備と多様性拡張設備」、

「 1.6.2.1 (1)b.(c) ⅲ .  操作の成立性」、「 1.6.2.1 (2)a.(c) ⅲ .  操作の

成立性」、「 1.6.2.2 (1)b.(c) ⅲ .  操作の成立性」、「 1.6.2.2 (2)a.(c) 

ⅲ .  操作の成立性」、「 1.6.2.4 (2)c.  操作の成立性」、「第 1.6.7図 

可搬式代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイ タイムチャー

ト」、「第 1.6.11図 Ａ格納容器スプレイポンプ（自己冷却）による代

替格納容器スプレイ タイムチャート」及び「第 1.6.16図 電源車（可

搬式代替低圧注水ポンプ用）、大容量ポンプ、送水車への燃料補給  タ

イムチャート」に係る記述を以下のとおり変更する。  

 
1.6.1 対応手段と設備の選定  

(2) 対応手段と設備の選定の結果  

a．炉心の著しい損傷防止のための格納容器内の冷却  

(a) フロントライン系機能喪失時の対応手段及び設備  

ⅱ .  重大事故等対処設備と多様性拡張設備  

機能喪失原因対策分析の結果により選定した、格納容器

内自然対流冷却に使用するＡ、Ｄ格納容器再循環ユニット、

Ａ、Ｂ原子炉補機冷却水ポンプ、Ａ原子炉補機冷却水冷却

器、原子炉補機冷却水サージタンク、窒素ボンベ（原子炉

補機冷却水サージタンク加圧用）、海水ポンプ及び可搬型

温度計測装置（格納容器再循環ユニット入口温度／出口温

別紙 1.6-1
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度（ＳＡ）用）は、いずれも重大事故等対処設備として位置

づける。  

代替格納容器スプレイに使用する恒設代替低圧注水ポン

プ、空冷式非常用発電装置、燃料取替用水ピット、復水ピ

ット、燃料油貯蔵タンク、重油タンク及びタンクローリー

は、いずれも重大事故等対処設備として位置づける。  

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設

備は、審査基準及び基準規則に要求される設備をすべて網

羅している。  

以上の重大事故等対処設備により、格納容器へスプレイ

し、格納容器内を冷却する設備が使用できない場合におい

ても、格納容器内を冷却することができる。また、以下の

設備はそれぞれに示す理由から多様性拡張設備と位置づけ

る。  

・  液化窒素供給設備  

通常運転中の窒素供給設備として設置しており、耐

震性がないものの、液化窒素供給設備が健全であれば、

原子炉補機冷却水サージタンク窒素加圧の代替手段

として有効である。  

・  電動消火ポンプ、ディーゼル消火ポンプ、Ｎｏ．２淡

水タンク  

消火を目的として配備しているが、火災が発生して

いなければ格納容器スプレイの代替手段として有効

である。  

・  可搬式代替低圧注水ポンプ、電源車（可搬式代替低圧

注水ポンプ用）、仮設組立式水槽、送水車  
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可搬型ホース等の運搬及び接続作業に最短でも約

4.8時間を要するが、格納容器スプレイの代替手段で

あり、長期的な事故収束手段として有効である。  

 

(b) サポート系機能喪失時の対応手段及び設備  

ⅱ .  重大事故等対処設備と多様性拡張設備  

機能喪失原因対策分析の結果により選定した、代替格納

容器スプレイに使用する恒設代替低圧注水ポンプ、空冷式

非常用発電装置、燃料取替用水ピット、復水ピット、燃料

油貯蔵タンク、重油タンク及びタンクローリーは、いずれ

も重大事故等対処設備として位置づける。  

格納容器内自然対流冷却で使用するＡ、Ｄ格納容器再循

環ユニット、可搬型温度計測装置（格納容器再循環ユニッ

ト入口温度／出口温度（ＳＡ）用）、大容量ポンプ、燃料油

貯蔵タンク、重油タンク及びタンクローリーは、いずれも

重大事故等対処設備として位置づける。  

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設

備は、審査基準及び基準規則に要求される設備をすべて網

羅している。  

以上の重大事故等対処設備により、格納容器へスプレイ

し、格納容器内を冷却する設備が使用できない場合におい

ても、格納容器内を冷却することができる。また、以下の

設備はそれぞれに示す理由から多様性拡張設備と位置づけ

る。  

・  ディーゼル消火ポンプ、Ｎｏ．２淡水タンク  

消火を目的として配備しているが、火災が発生して

いなければ格納容器スプレイの代替手段として有効

である。  
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・  Ａ格納容器スプレイポンプ（自己冷却）、燃料取替用

水ピット  

自己冷却で使用した場合、原子炉補機冷却水系が復

旧しても放射性物質を含む流体が原子炉補機冷却水

系に流れ込み汚染する可能性があることから再循環

運転で使用することができず、また、重大事故等対処

設備である恒設代替低圧注水ポンプ等のバックアッ

プであり、運転不能を判断してからの準備となるため

系統構成に時間を要するが、流量が大きく高い冷却効

果が見込めることから有効である。  

・  可搬式代替低圧注水ポンプ、電源車（可搬式代替低圧

注水ポンプ用）、仮設組立式水槽、送水車  

可搬型ホース等の運搬及び接続作業に最短でも約

4.8時間を要するが、格納容器スプレイの代替手段で

あり、長期的な事故収束手段として有効である。  

 

1.6.2  重大事故等時の手順等  

1.6.2.1 炉心の著しい損傷防止のための格納容器内冷却の手順等  

(1) フロントライン系機能喪失時の手順等  

b.  代替格納容器スプレイ  

(c) 可搬式代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイ  

ⅲ .  操作の成立性  

上記の対応は中央制御室及び現場にて 1 ユニット当たり

緊急安全対策要員 12 名により作業を実施し、所要時間は

約 4.8 時間と想定する。  

円滑に作業できるように、移動経路を確保し、可搬型照

明、通信設備等を整備する。可搬型ホース等の接続につい
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ては、速やかに作業ができるよう作業場所近傍に使用工具

を配備する。作業環境は通常運転状態と同程度である。  

格納容器内の冷却を目的とした代替格納容器スプレイを

行う場合は、格納容器内への注水量の制限があることから、

格納容器へスプレイを行っている際に、格納容器内の重要

機器及び重要計器が水没しない高さまで注水されたこと

を確認すれば代替格納容器スプレイを停止し、格納容器内

自然対流冷却のみの冷却とする。  

 

(2) サポート系機能喪失時の手順等  

a.  代替格納容器スプレイ  

(c) Ａ格納容器スプレイポンプ（自己冷却）による代替格納容器

スプレイ  

ⅲ .  操作の成立性  

上記の対応は中央制御室にて 1 ユニット当たり運転員等

1 名、現場にて 1 ユニット当たり運転員等 1 名及び緊急安

全対策要員 2 名により作業を実施し、所要時間は約 85 分

と想定する。  

円滑に作業できるように、移動経路を確保し、可搬型照

明、通信設備等を整備する。ディスタンスピース取替えに

ついては、速やかに作業ができるよう作業場所近傍に使用

工具を配備する。作業環境の周囲温度は通常運転状態と同

程度である。  

格納容器内の冷却を目的とした格納容器スプレイを行う

場合は、格納容器内への注水量の制限があることから、格

納容器へスプレイを行っている際に、格納容器内の重要機

器及び重要計器が水没しない高さまで注水されたことを確
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認すれば代替格納容器スプレイを停止し、格納容器内自然

対流冷却のみの冷却とする。  

 

1.6.2.2 格納容器破損を防止するための格納容器内冷却の手順等  

(1) フロント系機能喪失時の手順等  

b.  代替格納容器スプレイ  

(c) 可搬式代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイ  

ⅲ .  操作の成立性  

上記の対応は中央制御室及び現場にて 1 ユニット当たり

緊急安全対策要員 12 名により作業を実施し、所要時間は約

4.8 時間と想定している。  

円滑に作業できるように、移動経路を確保し、可搬型照

明、通信設備等を整備する。可搬型ホース等の接続につい

ては、速やかに作業ができるよう作業場所近傍に使用工具

を配備する。作業環境は通常運転状態と同程度である。  

放射性物質の濃度低下については、格納容器スプレイポ

ンプが故障等の場合、よう素除去薬品タンクが使用できな

いものの、代替格納容器スプレイ手段を用いて格納容器へ

スプレイすることにより、格納容器内の圧力及び温度を低

下させるとともに粒子状の放射性物質の除去により放射性

物質の濃度を低減する。  

炉心損傷後の格納容器冷却操作については、格納容器圧

力が最高使用圧力から 50kPa 低下したことを確認すれば停

止する手順としており、大規模な水素燃焼の発生を防止す

る。また、水素濃度は、可搬型格納容器水素ガス濃度計で

計測される水素濃度（ドライ）により継続的に監視を行う

運用として、測定による水素濃度が 8vol%（ドライ）未満

であれば減圧を継続する。  
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格納容器内の冷却を目的とした格納容器スプレイを行う

場合は、格納容器内への注水量の制限があることから、格

納容器へスプレイを行っている際に、格納容器内の重要機

器及び重要計器が水没しない高さまで注水されたことを確

認すれば代替格納容器スプレイを停止し、格納容器内自然

対流冷却のみの冷却とする。  

なお、想定される重大事故等のうち「大破断ＬＯＣＡ時

に低圧注入機能、高圧注入機能及び格納容器スプレイ注入

機能が喪失する事故」等発生時は炉心溶融が起こり、送水

車による注水及び大容量ポンプ準備における線量が高くな

り、作業員の被ばくが懸念される。これらの作業における

対応手順、所要時間、格納容器からの漏えい率及びアニュ

ラス空気浄化設備等の状態を考慮し被ばく評価した結果、

作業エリアにおける作業員の被ばく線量は 100mSv を下回

る。  

 

(2) サポート系機能喪失時の手順等  

a.  代替格納容器スプレイ  

(c) Ａ格納容器スプレイポンプ（自己冷却）による代替格納容器

スプレイ  

ⅲ .  操作の成立性  

上記の対応は中央制御室にて 1 ユニット当たり運転員等

1 名、現場にて 1 ユニット当たり運転員等 1 名及び緊急安

全対策要員 2 名により作業を実施し、所要時間は約 85 分

と想定する。  

円滑に作業できるように、移動経路を確保し、可搬型照

明、通信設備等を整備する。ディスタンスピース取替えに

ついては、速やかに作業ができるよう作業場所近傍に使用
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工具を配備する。作業環境の周囲温度は通常運転状態と同

程度である。  

放射性物質の濃度低下については、代替格納容器スプレ

イ手段を用いて格納容器へスプレイすることにより、格納

容器内の圧力及び温度を低下させるとともに粒子状の放射

性物質の除去により放射性物質の濃度を低減する。さらに、

Ａ格納容器スプレイポンプ（自己冷却）によるよう素除去

薬品タンクの薬品を格納容器へ注入することにより低下さ

せる。  

炉心損傷後の格納容器冷却操作については、格納容器圧

力が最高使用圧力から 50kPa 低下したことを確認すれば停

止する手順としており、大規模な水素燃焼の発生を防止す

る。また、水素濃度は、可搬型格納容器水素ガス濃度計で

計測される水素濃度（ドライ）により継続的に監視を行う

運用として、測定による水素濃度が 8vol%（ドライ）未満

であれば減圧を継続する。  

また、格納容器内の冷却を目的とした代替格納容器スプ

レイを行う場合は、格納容器内への注水量の制限があるこ

とから、格納容器へスプレイを行っている際に、格納容器

内の重要機器及び重要計器が水没しない高さまで注水され

たことを確認すれば代替格納容器スプレイを停止し、格納

容器内自然対流冷却のみの冷却とする。  

 

1.6.2.4 燃料の補給手順等  

(2)  送水車への燃料補給  

c.  操作の成立性  

上記の対応は現場にて緊急安全対策要員 2 名により作業を実

施し、所要時間は約 110 分と想定している。  
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送水車本体の燃料消費率は、約 21～ 74 /h であり、起動から

枯渇までの時間は約 5.4 時間と想定しており枯渇までに燃料（軽

油）補給を実施する。  

水中ポンプ用発電機の燃料消費率は、約 8.5 /h であり、起動

から枯渇までの時間は約 20 時間と想定しており枯渇までに燃

料（軽油）補給を実施する。  

なお、重大事故等時 7 日間運転継続するために必要な燃料（軽

油）の備蓄量として 21,000 以上を管理する。  

円滑に作業できるように、移動経路を確保し、可搬型照明、

通信設備等を整備する。周囲温度は外気温度と同程度である。  
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備考

設備

送水車の配置、可搬型ホース敷設

送水車の起動、可搬型ホースの監視

仮設水槽の配備、可搬式ポンプの配置、可搬型ホース敷設及び接続、電源ケーブル屋外敷設、電源車準備

可搬式ポンプから建屋内の可搬型ホース接続

可搬式ポンプ起動

可搬式ポンプ通水ライン準備

可搬式ポンプ起動

※ 現場移動時間には防保護具着用時間を含む。

1

43
経過時間（時間）

5

4

21 5 6

第1.6.7図　可搬式代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイ　タイムチャート

要員（数）

可搬式代替低圧注水ポ
ンプによる代替格納容
器スプレイ

緊急安全対策要員

2

約4.8時間
▽ 可搬式代替低圧注水ポンプによる

代替格納容器スプレイ開始
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備考

移動

準備作業

ディスタンスピース取替え

漏えい確認

ポンプ起動～スプレイ操作

格納容器へのスプレイ確認

移動

系統構成

ベンティング及び通水

自己冷却運転状態確認

※ 現場移動時間には防保護具着用時間を含む。

第1.6.11図　Ａ格納容器スプレイポンプ（自己冷却）による代替格納容器スプレイ　タイムチャート

運転員等
（中央制御室）

1

運転員等
（現場）

1

Ａ格納容器スプレ
イポンプ（自己冷
却）による代替格
納容器スプレイ

緊急安全対策要員 2

90 100

手順の項目 要員（数）

経過時間（分）
10 20 30 40 50 60 70 80

Ａ格納容器スプレイポンプ（自己冷却）

による代替格納容器スプレイ開始
約85分

▽
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備考

手順の項目

タンクローリー、給油用ホース準備

燃料積込み

繰り返し 燃料補給準備

　　※ 現場移動時間には防保護具着用時間を含む。

○大容量ポンプへの燃料補給

備考

手順の項目

タンクローリー、給油用ホース準備

燃料積込み

繰り返し 燃料補給準備

　　※ 現場移動時間には防保護具着用時間を含む。

○送水車への燃料補給

備考

手順の項目

移動

軽油積込み

軽油補給準備

　　※ 現場移動時間には防保護具着用時間を含む。

第1.6.16図　電源車（可搬式代替低圧注水ポンプ用）、大容量ポンプ、送水車への燃料補給 タイムチャート

120

要員（数）

送水車への燃料
補給

緊急安全
対策要員

2

80 1006040
経過時間（分）

20

要員（数）

大容量ポンプへ
の燃料補給

緊急安全
対策要員

2
燃料油貯蔵タンク
又は重油タンク
⇒タンクローリー

100 1208040
経過時間（分）

6020

要員（数）

電源車(可搬式代
替低圧注水ポン
プ用)への燃料補
給

緊急安全
対策要員

2

燃料油貯蔵タンク
又は重油タンク

⇒タンクローリー

806040

○電源車（可搬式代替低圧注水ポンプ用）への燃料補給

経過時間（分）
20 100 120

▽約106分

▽約110分
送水車への

燃料補給開始

▽約106分電源車（可搬式代替低圧注水ポンプ用）

への燃料補給開始

大容量ポンプへの燃料補給開始

繰り

返し

1.6-13



 

頁 行 補 正 前 補 正 後 
 

1.8-1 
～ 

1.8-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（記載変更） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
別紙 1.8-1 に変更する。 
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1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等  

 

記述は、平成３１年１月１６日付け原規規発第１９０１１６４号をも

って設置変更許可を受けた大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可申請

書の添付書類十追補１の３号炉及び４号炉に係る記述のうち、「 1.8 原

子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」の記載内容に同

じ。  

ただし、「 1.8.1 (2) a.  (a) ⅱ .  重大事故等対処設備と多様性拡張設備」、

「 1.8.1 (2) a.  (b) ⅱ .  重大事故等対処設備と多様性拡張設備」、「 1.8.1 

(2) b. (a) ⅱ .  重大事故等対処設備と多様性拡張設備」、「 1.8.1 (2) b. (b) 

ⅱ .  重大事故等対処設備と多様性拡張設備」、「 1.8.2.1 (1)b.(c) ⅲ .  操作

の成立性」、「 1.8.2.1 (2)a.(c) ⅲ .  操作の成立性」、「第 1.8.7図 可搬

式代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイ タイムチャート」

及び「第 1.8.10図 Ａ格納容器スプレイポンプ（自己冷却）による代替

格納容器スプレイ タイムチャート」に係る記述を以下のとおり変更す

る。  

 

1.8.1 対応手段と設備の選定  

 (2) 対応手段と設備の選定の結果  

a.  格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却  

(a) 交流動力電源及び原子炉補機冷却機能健全時の対応手段

及び設備  

ⅱ .  重大事故等対処設備と多様性拡張設備  

格納容器スプレイに使用する設備のうち、格納容器スプ

レイポンプ及び燃料取替用水ピットは、いずれも重大事故

等対処設備と位置づける。  

代替格納容器スプレイに使用する設備のうち、恒設代替

低圧注水ポンプ、空冷式非常用発電装置、燃料取替用水ピ

別紙 1.8-1
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ット、復水ピット、燃料油貯蔵タンク、重油タンク及びタ

ンクローリーは、いずれも重大事故等対処設備と位置づけ

る。  

これらの選定した設備は、審査基準及び基準規則に要求

される設備をすべて網羅している。  

以上の重大事故等対処設備により格納容器下部に落下し

た溶融炉心を冷却することが可能である。また、以下の設

備はそれぞれに示す理由から多様性拡張設備と位置づける。 

・  電動消火ポンプ、ディーゼル消火ポンプ、Ｎｏ．２淡

水タンク  

消火を目的として配備しているが、火災が発生して

いなければ格納容器スプレイの代替手段として有効

である。  

・  可搬式代替低圧注水ポンプ、電源車（可搬式代替低圧

注水ポンプ用）、仮設組立式水槽、送水車  

可搬型ホース等の運搬及び接続作業に最短でも約

4.8 時間を要するが、格納容器スプレイの代替手段で

あり、長期的な事故収束手段として有効である。  

 

 (b) 全交流動力電源又は原子炉補機冷却機能喪失時の対応手

段及び設備  

ⅱ .  重大事故等対処設備と多様性拡張設備  

代替格納容器スプレイに使用する設備のうち、恒設代替

低圧注水ポンプ、空冷式非常用発電装置、燃料取替用水ピ

ット、復水ピット、燃料油貯蔵タンク、重油タンク及びタ

ンクローリーは、いずれも重大事故等対処設備と位置づけ

る。  

これらの選定した設備は、審査基準及び基準規則に要求
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される設備をすべて網羅している。  

以上の重大事故等対処設備により格納容器下部に落下し

た溶融炉心を冷却することが可能である｡また、以下の設備

はそれぞれに示す理由から多様性拡張設備と位置づける。  

・  ディーゼル消火ポンプ、Ｎｏ．２淡水タンク  

消火を目的として配備しているが、火災が発生して

いなければ格納容器スプレイの代替手段として有効

である。  

・  Ａ格納容器スプレイポンプ（自己冷却）、燃料取替用

水ピット  

重大事故等対処設備である恒設代替低圧注水ポン

プ等のバックアップであり、運転不能を判断してから

の準備となるため系統構成に時間を要するが、大容量

にて短時間に原子炉下部キャビティへの注水が見込

めることから有効である。  

・  可搬式代替低圧注水ポンプ、電源車（可搬式代替低圧

注水ポンプ用）、仮設組立式水槽、送水車  

可搬型ホース等の運搬及び接続作業に最短でも約

4.8 時間を要するが、格納容器スプレイの代替手段で

あり、長期的な事故収束手段として有効である。  

 

b.  溶融炉心の格納容器下部への落下遅延・防止  

(a) 交流動力電源及び原子炉補機冷却機能健全時の対応手段及

び設備  

ⅱ .  重大事故等対処設備と多様性拡張設備  

炉心注水に使用する設備のうち、高圧注入ポンプ、余熱除

去ポンプ、充てんポンプ、燃料取替用水ピット及び復水ピッ

トは、いずれも重大事故等対処設備と位置づける。  
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代替炉心注水に使用する設備のうち、Ａ格納容器スプレイ

ポンプ（ＲＨＲＳ－ＣＳＳ連絡ライン使用）、恒設代替低圧注

水ポンプ、空冷式非常用発電装置、燃料取替用水ピット、復

水ピット、燃料油貯蔵タンク、重油タンク及びタンクローリ

ーは、いずれも重大事故等対処設備と位置づける。  

これらの選定した設備は、審査基準及び基準規則に要求さ

れる設備をすべて網羅している。  

以上の重大事故等対処設備により溶融炉心の格納容器下部

への落下を遅延又は防止することが可能である。また、以下

の設備はそれぞれに示す理由から多様性拡張設備と位置づけ

る。  

・  電動消火ポンプ、ディーゼル消火ポンプ、Ｎｏ．２淡水

タンク  

消火を目的として配備しているが、火災が発生して

いなければ炉心注水の代替手段として有効である。  

・ 可搬式代替低圧注水ポンプ、電源車（可搬式代替低圧注

水ポンプ用）、仮設組立式水槽、送水車  

可 搬 型 ホ ー ス 等 の 運 搬 及 び 接 続 作 業 に 最 短 で も 約

4.8 時間を要するが、炉心注水の代替手段であり、長期

的な事故収束手段として有効である。  

 

(b) 全交流動力電源又は原子炉補機冷却機能喪失時の対応手段

及び設備  

ⅱ .  重大事故等対処設備と多様性拡張設備  

代替炉心注水に使用する設備のうち、恒設代替低圧注水ポ

ンプ、空冷式非常用発電装置、Ｂ充てんポンプ（自己冷却）、

燃料取替用水ピット、復水ピット、燃料油貯蔵タンク、重油

タンク及びタンクローリーは、いずれも重大事故等対処設備
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と位置づける。  

これらの選定した設備は、審査基準及び基準規則に要求さ

れる設備をすべて網羅している。  

以上の重大事故等対処設備により溶融炉心の格納容器下部

への落下を遅延又は防止することが可能である。また、以下

の設備はそれぞれに示す理由から多様性拡張設備と位置づけ

る。  

・  Ａ格納容器スプレイポンプ（自己冷却）（ＲＨＲＳ－Ｃ

ＳＳ連絡ライン使用）、燃料取替用水ピット  

重大事故等対処設備である恒設代替低圧注水ポンプ

等のバックアップであり、運転不能を判断してからの

準備となるため系統構成に時間を要するが、流量が大

きく炉心注水手段として有効である。  

・  ディーゼル消火ポンプ、Ｎｏ．２淡水タンク  

消火を目的として配備しているが、火災が発生して

いなければ炉心注水の代替手段として有効である。  

・ 可搬式代替低圧注水ポンプ、電源車（可搬式代替低圧注

水ポンプ用）、仮設組立式水槽、送水車  

可 搬 型 ホ ー ス 等 の 運 搬 及 び 接 続 作 業 に 最 短 で も 約

4.8 時間を要するが、炉心注水の代替手段であり、長期

的な事故収束手段として有効である。  

 

1.8.2 重大事故等時の手順等  

1.8.2.1 格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却手順等  

(1) 交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が健全である場合の手順

等  

b.  代替格納容器スプレイ  

(c) 可搬式代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイ  
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ⅲ .  操作の成立性  

上記の対応は中央制御室にて 1ユニット当たり運転員等 1

名、中央制御室及び現場にて 1ユニット当たり緊急安全対策

要員 12名により作業を実施し、所要時間は約 4.8時間と想定

する。  

円滑に作業ができるように、移動経路を確保し、可搬型

照明、通信設備等を整備する。作業環境の周囲温度は通常

運転状態と同程度である。  

 

(2) 全交流動力電源又は原子炉補機冷却機能喪失時の手順等  

a.  代替格納容器スプレイ  

(c) Ａ格納容器スプレイポンプ（自己冷却）による代替格納容器

スプレイ  

ⅲ .操作の成立性  

上記の対応は中央制御室にて 1ユニット当たり運転員等 1

名、現場にて 1ユニット当たり運転員等 1名及び緊急安全対策

要員 2名により作業を実施し、所要時間は約 85分と想定する。 

円滑に作業ができるように、移動経路を確保し、可搬型照

明、通信設備等を整備する。ディスタンスピース取替えにつ

いては、速やかに作業ができるよう作業場所近傍に使用工具

を配備する。作業環境の周囲温度は通常運転状態と同程度で

ある。  
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備考

設備

送水車の配置、可搬型ホース敷設

送水車の起動、可搬型ホースの監視

仮設水槽の配備、可搬式ポンプの配置、可搬型ホース敷設及び接続、電源ケーブル屋外敷設、電源車準備

可搬式ポンプから建屋内の可搬型ホース接続

可搬式ポンプ起動

可搬式ポンプ通水ライン準備

可搬式ポンプ起動

※ 現場移動時間には防保護具着用時間を含む。

第1.8.7図　可搬式代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイ　タイムチャート

要員（数）

可搬式代替低圧注水ポ
ンプによる代替格納容
器スプレイ

緊急安全対策要員

2

経過時間（時間）

5

4

21 5 6

1

43

約4.8時間
▽ 可搬式代替低圧注水ポンプによる

代替格納容器スプレイ開始
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備考

移動

準備作業

ディスタンスピース取替え

漏えい確認

ポンプ起動～スプレイ操作

格納容器へのスプレイ確認

移動

系統構成

ベンティング及び通水

自己冷却運転状態確認

※ 現場移動時間には防保護具着用時間を含む。

経過時間（分）
2010

Ａ格納容器スプレ
イポンプ（自己冷
却）による代替格
納容器スプレイ

2

1

運転員等
（現場）

1

要員（数）手順の項目

60 10030 50 70 908040

第1.8.10図　Ａ格納容器スプレイポンプ（自己冷却）による代替格納容器スプレイ　タイムチャート

運転員等
（中央制御室）

緊急安全対策要員

Ａ格納容器スプレイポンプ（自己冷却）

による代替格納容器スプレイ開始
約85分

▽
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頁 行 補 正 前 補 正 後 
 

1.9-2 
～ 

1.11-1 
の間 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（記載追加） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
別紙 1.10-1 を追加する。
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1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等  

 

記述は、平成３１年１月１６日付け原規規発第１９０１１６４号をも

って設置変更許可を受けた大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可申請

書の添付書類十追補１の３号炉及び４号炉に係る記述のうち、「 1.10 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」の記載内

容に同じ。  

ただし、「 1.10.2.1(1)b.(a)ⅲ .操作の成立性」及び「第 1.10.3図 窒素

ボンベ（代替制御用空気供給用）によるアニュラス空気浄化設備の運転 

タイムチャート」に係る記述を以下のとおり変更する。  

 

1.10.2 重大事故等時の手順等  

1.10.2.1 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止する手順等  

(1) 水素排出（アニュラス空気浄化設備）  

b.  全交流動力電源又は常設直流電源が喪失した場合の操作手順  

(a) 窒素ボンベ（代替制御用空気供給用）によるアニュラス空

気浄化設備の運転  

ⅲ .  操作の成立性  

上記の対応は中央制御室にて 1 ユニット当たり運転員等

1 名、現場にて 1 ユニット当たり運転員等 1 名により作業

を実施し、所要時間は約 55 分と想定する。  

円滑に作業ができるように移動経路を確保し、可搬型照

明、通信設備等を整備する。窒素ボンベ接続については速

やかに作業ができるよう作業場所近傍に使用工具を配備す

る。作業環境の周囲温度は通常運転状態と同程度である。  

 

別紙 1.10-1 

1.10-2



備考

系統構成

アニュラス空気浄化ファン起動操作

移動

系統構成

※ 現場移動時間には防保護具着用時間を含む。

第1.10.3図　　窒素ボンベ（代替制御用空気供給用）によるアニュラス空気浄化設備の運転　タイムチャート

50 60 70 80 90 ##

手順の項目 要員（数）

窒素ボンベ（代替
制御用空気供給
用）によるアニュ
ラス空気浄化設備
の運転

運転員等
（中央制御
室）

1

運転員等
（現場）

1

経過時間（分）
30 4010 20

約55分
▽

窒素ボンベ（代替制御用空気供給用）による

アニュラス空気浄化設備の運転開始
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頁 行 補 正 前 補 正 後 
 

1.11-1 
～ 

1.11-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（記載変更） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
別紙 1.11-1 に変更する。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.11-1



 
 

1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等  

 

記述は、平成３１年１月１６日付け原規規発第１９０１１６４号をも

って設置変更許可を受けた大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可申請

書の添付書類十追補１の３号炉及び４号炉に係る記述のうち、「 1.11 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」の記載内容に同じ。  

ただし、「 1.11.2.1 (8)c.  操作の成立性」、「 1.11.2.2 (1)c. 操作の

成立性」、「第 1.11.22図 海水から使用済燃料ピットへの注水 タイ

ムチャート」及び「第 1.11.26図 送水車による使用済燃料ピットへの

スプレイ タイムチャート」に係る記述を以下のとおり変更する。  

 

1.11.2 重大事故等時の手順等  

1.11.2.1 使用済燃料ピットの冷却機能又は注水機能の喪失時、使用済

燃料ピット水の小規模な漏えい発生時の手順等  

(8) 海水から使用済燃料ピットへの注水  

c.  操作の成立性  

上記の現場対応は 1ユニット当たり緊急安全対策要員 5名によ

り作業を実施し、所要時間は、約 3.4時間と想定する。  

円滑に作業できるように、移動経路を確保し、可搬型照明、通

信設備等を整備する。可搬型ホース等の取付けについては速や

かに作業ができるよう送水車の保管場所に可搬型ホース等を配

備する。作業環境の周囲温度は通常運転状態と同程度である。

また、海水から使用済燃料ピットへの注水時に構内のアクセス

状況を考慮して可搬型ホースを敷設し、移送ルートを確保する。 

原子炉停止後に取り出された全炉心分の燃料、以前から貯蔵

している使用済燃料が、使用済燃料ピットの熱負荷が最大とな

るような組合せで貯蔵される場合の崩壊熱を条件として評価し

た想定事故１及び想定事故２のうち、いずれかが発生した場合
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であっても、重大事故等への対応操作により、放射線の遮蔽を

維持できない水位に達する前に注水を開始でき、かつ蒸発水量

以上の流量で注水するため使用済燃料ピットの水位を維持し、

貯蔵槽内燃料体等を冷却、放射線を遮蔽する。  

  

1.11.2.2 使用済燃料ピットからの大量の水の漏えい発生時の手順等  

(1) 送水車による使用済燃料ピットへのスプレイ  

c.  操作の成立性  

上記の現場対応は 1ユニット当たり緊急安全対策要員 7名によ

り作業を実施し、所要時間は約 2.9時間と想定する。  

円滑に作業できるように、移動経路を確保し、可搬型照明、通

信設備等を整備する。可搬型ホース等の取付けについては速や

かに作業ができるよう送水車の保管場所に可搬型ホース等を配

備する。作業環境の周囲温度は通常運転状態と同程度である。

また、送水車による使用済燃料ピットへのスプレイ時に構内の

アクセス状況を考慮して可搬型ホースを敷設し、移送ルートを

確保する。  
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第 1 . 11 . 2 2 図  海 水 か ら 使 用 済 燃 料 ピ ッ ト へ の 注 水  

タ イ ム チ ャ ー ト  

 

 

第 1 . 11 . 2 6 図  送 水 車 に よ る 使 用 済 燃 料 ピ ッ ト へ の ス プ レ イ   

タ イ ム チ ャ ー ト  
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頁 行 補 正 前 補 正 後 
 

1.12-1 
～ 

1.12-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（記載変更） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
別紙 1.12-1 に変更する。
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1.12 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等 

 

記述は、平成３１年１月１６日付け原規規発第１９０１１６４号をもって設

置変更許可を受けた大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書の添付書類

十追補１の３号炉及び４号炉に係る記述のうち、「1.12 工場等外への放射性

物質の拡散を抑制するための手順等」の記載内容に同じ。 

ただし、「1.12.2.1 (1)a.(c) 操作の成立性」、「1.12.2.1 (2)a.(c) 操作の成

立性」、「1.12.2.2 (1)a.(c) 操作の成立性」、「1.12.2.2 (1)b.(c) 操作の成立

性」、「1.12.2.3 (2)a.(c) 操作の成立性」、「第1.12.3図 発電所外への放射

性物質の拡散抑制操作手順 タイムチャート」及び「第1.12.7図 航空機衝突

による航空機燃料火災が発生した場合の消火活動 タイムチャート」に係る記

述を以下のとおり変更する。 

 

1.12.2 重大事故等時の手順等 

1.12.2.1 炉心の著しい損傷、原子炉格納容器及びアニュラス部の破損時の

手順等 

(1) 大気への拡散抑制 

a. 大容量ポンプ（放水砲用）及び放水砲による大気への拡散抑制 

 (c) 操作の成立性 

上記の現場対応は緊急安全対策要員 12 名にて実施し、所要時間

については約 3.7 時間と想定している。 

円滑に作業できるように移動経路を確保し、可搬型照明、通信設

備等を整備する。作業環境の周囲温度は外気温と同程度である。可

搬型ホース取付け等については、速やかに作業ができるように大容

量ポンプ（放水砲用）の保管場所に使用工具及び可搬型ホースを配

備する。 

放水砲は、可搬型設備のため、任意に設置場所を設定するので、

風向き等天候状況及びアクセス状況に応じて最も効果的な方角から

原子炉格納容器及びアニュラス部に向けて放水を実施する。 

放水砲による放水については噴射ノズルを調整することで、放水
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形状を直線状又は噴霧状に調整でき、放水形状は、直線状とすると

より遠くまで放水できるが、噴霧状とすると、直線状よりも放射性

物質の抑制効果があることからなるべく噴霧状を使用する。また、

直線状で放水する場合も到達点では、噴霧状になっているため放射

性物質の抑制効果がある。なお、複数のホース敷設ルートにより、

プラント状況に応じて大容量ポンプ（放水砲用）及び放水砲の準備

を実施する。 

 

(2) 海洋への拡散抑制 

a. シルトフェンスによる海洋への拡散抑制 

 (c) 操作の成立性 

上記の対応は緊急安全対策要員 12 名にて実施し、所要時間につ

いては合計約 4.2 時間と想定している。 

設置においては、取水路側 6 名、放水路側 6 名で対応し、1 重目

シルトフェンス設置に約 2.2 時間、2 重目シルトフェンス設置に約

2 時間と想定する。 

1 重目シルトフェンス設置完了後、放射性物質の海洋への拡散の

抑制効果があることから、放水可能とする。 

円滑に作業できるように移動経路を確保し、可搬型照明、通信設

備等を整備する。作業環境の周囲温度は外気温と同程度である。 

シルトフェンスは重量物であるため、人力では時間を要するが、

ユニック等を用いることで効率的に車両から降ろすことができると

ともに、固定金具への接続等を容易にし、設置時間の短縮を図る。 

 

1.12.2.2  貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷時の手順等 

(1) 大気への拡散抑制 

a. 送水車及びスプレイヘッダによる大気への拡散抑制 

(c) 操作の成立性 

上記の現場対応は 1 ユニット当たり緊急安全対策要員 7 名によ

り作業を実施し、所要時間は約 2.9 時間と想定する。 
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円滑に作業できるように、移動経路を確保し、可搬型照明、通信

設備等を整備する。作業環境の周囲温度は通常運転状態と同程度で

ある。可搬型ホース取付け等については、速やかに作業ができるよ

うに送水車の保管場所に可搬型ホース等を配備する。 

スプレイヘッダは、可搬型設備のため、任意に設置場所を設定す

るので、風向き等天候状況及びアクセス状況に応じて最も効果的な

方角から原子炉周辺建屋（貯蔵槽内燃料体等）に向けてスプレイを

実施する。なお、複数のホース敷設ルートにより、プラント状況に

応じて送水車及びスプレイヘッダの準備を実施する。 

 

b. 大容量ポンプ（放水砲用）及び放水砲による大気への拡散抑制 

(c) 操作の成立性 

上記の現場対応は緊急安全対策要員 12 名にて実施し、所要時間

については約 3.7 時間と想定している。 

円滑に作業できるように移動経路を確保し、可搬型照明、通信設

備等を整備する。作業環境の周囲温度は外気温と同程度である。可

搬型ホース取付け等については、速やかに作業ができるように大容

量ポンプ（放水砲用）の保管場所に使用工具及び可搬型ホースを配

備する。 

放水砲は、可搬型設備のため、任意に設置場所を設定するので、

風向き等天候状況及びアクセス状況に応じて最も効果的な方角から

原子炉周辺建屋（貯蔵槽内燃料体等）に向けて放水を実施する。 

放水砲による放水については噴射ノズルを調整することで、放水

形状を直線状又は噴霧状に調整でき、放水形状は、直線状とすると

より遠くまで放水できるが、噴霧状とすると、直線状よりも放射性

物質の抑制効果があることからなるべく噴霧状を使用する。また、

直線状で放水する場合も到達点では、噴霧状になっているため放射

性物質の抑制効果がある。なお、複数のホース敷設ルートにより、

プラント状況に応じて大容量ポンプ（放水砲用）及び放水砲の準備

を実施する。 
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1.12.2.3 原子炉格納容器周辺における航空機衝突による航空機燃料火災時の

手順等 

(2) 航空機燃料火災への泡消火 

a. 大容量ポンプ（放水砲用）、放水砲及び泡混合器による航空機燃料

火災への泡消火 

  (c) 操作の成立性 

上記の現場対応は緊急安全対策要員 12 名にて実施し､所要時間に

ついては約 3.7 時間と想定している。 

放水開始から約 20 分（20,000  /min）の泡消火を行うために、泡

消火剤を 4,000 （1,000  ×4）配備している。 

泡消火剤は、1%濃度で自動注入となる。 

円滑に作業できるように移動経路を確保し、可搬型照明、通信設

備等を整備する。可搬型ホース等の取付けについては、速やかに作

業ができるように大容量ポンプ（放水砲用）の保管場所に使用工具

及び可搬型ホースを配備する。 
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第 1.12.3 図 発電所外への放射性物質の拡散抑制操作手順 タイムチャート 
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第1.12.7図 航空機衝突による航空機燃料火災が発生した場合の消火活動 タ

イムチャート 
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頁 行 補 正 前 補 正 後 
 

1.13-1 
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1.13-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（記載変更） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
別紙 1.13-1 に変更する。
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1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等  

 

記述は、平成３１年１月１６日付け原規規発第１９０１１６４号をも

って設置変更許可を受けた大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可申請

書の添付書類十追補１の３号炉及び４号炉に係る記述のうち、「 1.13 重

大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」の記載内容に同じ。  

ただし、「 1.13.2.1 (6)c.  操作の成立性」、「 1.13.2.1 (7)c. 操作の成

立性」、「 1.13.2.2 (3)c.  操作の成立性」、「 1.13.2.2 (8)c. 操作の成立

性」、「 1.13.2.2 (9)c.  操作の成立性」、「 1.13.2.3 (2)c.  操作の成立性」、

「 1.13.2.3 (8)c.  操作の成立性」、「第 1.13.7図 Ｎｏ．２淡水タンクか

ら復水ピットへの補給 タイムチャート」、「第 1.13.10図 海水を用い

た復水ピットへの補給 タイムチャート」、「第 1.13.15図 燃料取替用

水ピットから復水ピットへの水源切替 タイムチャート」、「第 1.13.25

図 Ｎｏ．２淡水タンクから燃料取替用水ピットへの補給 タイムチャ

ート」、「第 1.13.28図 復水ピットから燃料取替用水ピットへの補給 タ

イムチャート」及び「第 1.13.31図 燃料取替用水ピットから復水ピット

への水源切替 タイムチャート」に係る記述を以下のとおり変更する。  

 

1.13.2 重大事故等時の手順等  

1.13.2.1 蒸気発生器２次側による炉心冷却（注水）のための代替手段及

び復水ピットへの供給に係る手順等  

(6) Ｎｏ．２淡水タンクから復水ピットへの補給  

c.  操作の成立性  

上記の対応は現場にて 1ユニット当たり緊急安全対策要員 3名

により作業を実施し、所要時間は約 55分と想定する。  

円滑に作業ができるように、移動経路を確保し、可搬型照明、

通信設備等を整備する。作業環境の周囲温度は外気温度と同程

度である。  
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(7) 海水を用いた復水ピットへの補給  

c.  操作の成立性  

上記の対応は現場にて 1ユニット当たり緊急安全対策要員 5名

により作業を実施し、所要時間は約 4.1時間と想定する。  

円滑に作業ができるように、移動経路を確保し、可搬型照明、

通信設備等を整備する。作業環境の周囲温度は外気温度と同程

度である。  

また、復水ピットへの補給時に構内のアクセス状況を考慮し

て可搬型ホースを敷設し、移送ルートを確保する。  

海水取水時には、可搬型ホース先端を水面より低く着底しな

い位置に設置することにより異物の混入を低減する。さらに可

搬型ホース先端にストレーナを付けることにより、メッシュよ

り大きな異物の混入を防止する。また、ストレーナのメッシュ

より小さな異物は通過するが、復水ピットへの補給に影響はな

い。  

 

1.13.2.2 炉心注水のための代替手段及び燃料取替用水ピットへの供給

に係る手順等  

(3) 燃料取替用水ピットから復水ピットへの水源切替  

c.  操作の成立性  

上記の対応は中央制御室にて 1ユニット当たり運転員等 1名、

現場にて 1ユニット当たり運転員等 2名及び緊急安全対策要員 3

名により作業を実施し、所要時間は約 2時間と想定する。  

円滑に作業できるように、移動経路を確保し、可搬型照明、

通信設備等を整備する。作業環境の周囲温度は通常運転状態と

同程度である。  

ディスタンスピース取替え等については速やかに作業ができ
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るよう作業場所近傍に使用工具を配備する。  

 

(8) Ｎｏ．２淡水タンクから燃料取替用水ピットへの補給  

c.  操作の成立性  

上記の対応は中央制御室にて 1ユニット当たり運転員等 1名、

現場にて 1ユニット当たり緊急安全対策要員 3名により作業を実

施し、所要時間は約 55分と想定する。  

円滑に作業できるように、移動経路を確保し、可搬型照明、

通信設備等を整備する。作業環境の周囲温度は外気温度と同程

度である。  

 

(9) 復水ピットから燃料取替用水ピットへの補給  

c.  操作の成立性  

上記の対応は中央制御室にて 1ユニット当たり運転員等 1名、

現場にて 1ユニット当たり運転員等 1名及び緊急安全対策要員 3

名により作業を実施し、所要時間は約 110分と想定する。  

円滑に作業できるように、移動経路を確保し、可搬型照明、

通信設備等を整備する。作業環境の周囲温度は通常運転状態と

同程度である。  

ディスタンスピース取替え等については速やかに作業ができ

るよう作業場所近傍に使用工具を配備する。  

 

1.13.2.3 格納容器スプレイのための代替手段及び燃料取替用水ピット

への供給に係る手順等  

(2) 燃料取替用水ピットから復水ピットへの水源切替  

c.  操作の成立性  

上記の対応は中央制御室にて 1ユニット当たり運転員等 1名、

現場にて 1ユニット当たり運転員等 1名及び緊急安全対策要員 3
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名により作業を実施し、所要時間は約 2時間と想定する。  

円滑に作業できるように、移動経路を確保し、可搬型照明、

通信設備等を整備する。作業環境の周囲温度は通常運転状態と

同程度である。  

ディスタンスピース取替え等については速やかに作業ができ

るよう作業場所近傍に使用工具を配備する。  

 

(8) 復水ピットから燃料取替用水ピットへの補給  

c.  操作の成立性  

上記の対応は中央制御室にて 1ユニット当たり運転員等 1名、

現場にて 1ユニット当たり運転員等 1名及び緊急安全対策要員 3

名により作業を実施し、所要時間は約 110分と想定する。  

円滑に作業できるように、移動経路を確保し、可搬型照明、

通信設備等を整備する。作業環境の周囲温度は通常運転状態と

同程度である。  

ディスタンスピース取替え等については速やかに作業ができ

るよう作業場所近傍に使用工具を配備する。  
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備考

手順の項目

移動

可搬型ホース敷設、接続

補給操作

※ 現場移動時間には防保護具着用時間を含む。

70 80

Ｎｏ．２淡水タン
クから復水ピット
への補給

緊急安全対策要員 3

 第1.13.7図　Ｎｏ．２淡水タンクから復水ピットへの補給　タイムチャート

要員（数）

5010 60
経過時間（分）

20 4030 90

Ｎｏ．２淡水タンクから

復水ピットへの補給開始▽約55分
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備考

手順の項目

移動、車両配置

送水車廻り準備

可搬型ホース敷設

可搬型ホース監視

※ 現場移動時間には防保護具着用時間を含む。

海水を用いた復水
ピットへの補給

緊急安全対策要員 5

約4.1時間 海水を用いた復水ピットへの補給開始

第1.13.10図　海水を用いた復水ピットへの補給 タイムチャート

7 8

要員（数）

5 63
経過時間（時間）

1 2 4
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備考

移動

作業準備

ディスタンスピース取替え

炉心注水系統構成※1
充てんポンプ起動※2

移動

電源操作

移動

系統構成

恒設代替低圧注水ポンプ起動※1

※ 現場移動時間には防保護具着用時間を含む。

20

第1.13.15図　燃料取替用水ピットから復水ピットへの水源切替　タイムチャート

手順の項目 要員（数）

経過時間（分）
30 40 50 60

燃料取替用水
ピットから復水
ピットへの水源
切替

緊急安全対策要員 3

運転員等
（中央制御室）

10 80 90 100

約2時間

110 120

燃料取替用水ピットから復水ピットへの水源切替完了

70

運転員等（現場）

1

1

1

※1：恒設代替低圧注水
ポンプの場合、操作を実
施する。
※2：充てんポンプの場
合、操作を実施する。

※1：恒設代替低圧注水
ポンプの場合、操作を実
施する。
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備考

移動

可搬型ホース敷設、接続

補給操作

※ 現場移動時間には防保護具着用時間を含む。

 第1.13.25図　Ｎｏ．２淡水タンクから燃料取替用水ピットへの補給　タイムチャート

90 100

手順の項目 要員（数）

Ｎｏ．２淡水タンク
から燃料取替用水
ピットへの補給

緊急安全対策要員 3

経過時間（分）
10 20 30 40 50 60 70 80

Ｎｏ．２淡水タンクから

燃料取替用水ピットへの補給開始
▽約55分
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備考

復水ピットから燃料取替用水ピットへの補給開始

移動

作業準備

ディスタンスピース取替え

移動

補給操作

※ 現場移動時間には防保護具着用時間を含む。

90

第1.13.28図　復水ピットから燃料取替用水ピットへの補給　タイムチャート

手順の項目 要員（数）

復水ピットから燃
料取替用水ピット
への補給

緊急安全対策要員

100 110

3

運転員等（現場） 1

80504020
経過時間（分）

10 30 60 70

約110分
▽
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備考

移動

作業準備

ディスタンスピース取替え

格納容器スプレイ系統構成

移動

系統構成

恒設代替低圧注水ポンプ起動

※ 現場移動時間には防保護具着用時間を含む。

第1.13.31図　燃料取替用水ピットから復水ピットへの水源切替　タイムチャート

燃料取替用水
ピットから復水
ピットへの水源
切替

緊急安全対策要員 3

運転員等
（中央制御室）

1

運転員等（現場） 1

手順の項目 要員（数）

10 20 80
経過時間（分）

120

約2時間

90 100 11030 40 50 60 70

燃料取替用水ピットから復水ピットへの水源切替完了
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1.14 電源の確保に関する手順等  

 

記述は、平成３１年１月１６日付け原規規発第１９０１１６４号を

もって設置変更許可を受けた大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可

申 請 書 の 添 付 書 類 十 追 補 １ の ３ 号 炉 及 び ４ 号 炉 に 係 る 記 述 の う ち 、

「 1.14 電源の確保に関する手順等」の記載内容に同じ。  

ただし、「 1.14.1 (2 )  c .  (b)  重大事故等対処設備と多様性拡張設備」、

「 1.14.2.1 (1)c.  操作の成立性」、「 1.14.2.1 (7)c.  操作の成立性」、

「 1.14.2.2 (2)c.  操作の成立性」、「 1.14.2.3 (1)c.  操作の成立性」、

「 1.14.2.3 (2)c.  操作の成立性」、「 1.14.2.4 (1)c.  操作の成立性」、

「第 1.14.4図 空冷式非常用発電装置による代替電源（交流）からの給

電 タイムチャート」、「第 1.14.19図 電源車による代替電源（交流）

からの給電 タイムチャート」、「第 1.14.28図 可搬式整流器による

代替電源（直流）からの給電 タイムチャート」、「第 1.14.32図 代

替所内電気設備による給電 タイムチャート」及び「第 1.14.34図 空

冷式非常用発電装置等への燃料（重油）補給 タイムチャート」に係

る記述を以下のとおり変更する。  

 

1 .14.1 対応手段と設備の選定  

 (2)  対応手段と設備の選定の結果  

ｃ．所内電気設備機能喪失時の対応手段及び設備  

(b)  重大事故等対処設備と多様性拡張設備  

機能喪失原因対策分析の結果により選定した、代替所内電

気設備による給電に使用する空冷式非常用発電装置、燃料油

貯蔵タンク、重油タンク、タンクローリー、代替所内電気設

備分電盤、代替所内電気設備変圧器及び可搬式整流器は重大

事故等対処設備と位置づける。  

 これら機能喪失 原因対策分析の結 果により選定した 設備

は、審査基準及び基準規則に要求される設備をすべて網羅し

別紙 1.14-1  
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ている。  

以上の重大事故等対処設備により、所内電気設備が使用で

きない場合においても、炉心の著しい損傷等を防止するため

に、必要な電力を確保できる。また、以下の設備は多様性拡

張設備と位置づける。あわせて、その理由を示す。  

・電源車（タンクローリー含む）  

  空冷式非常用発電装置が使用できない場合に、添付書

類十「 7.1.2 全交流動力電源喪失」手順においてアニュ

ラ ス 空 気 浄 化 系 を 約 60分以内に準備する想定としてい

るのに対し、電源車の着手及び移動並びに起動作業に約

110分要するものの、放射性物質放出を抑制する手段と

して有効である。  
 

1 .14.2 重大事故等時の手順等  

1 .14.2.1 代替電源（交流）による給電手順等  

(1)  空冷式非常用発電装置による代替電源（交流）からの給電  

ｃ．操作の成立性  

上記のうち、空冷式非常用発電装置による受電操作につい

て、中央制御室対応は１ユニット当たり運転員等 2名、現場

対応は１ユニット当たり運転員等 1名により作業を実施し、

所要時間は約 20分と想定する。  

また、充電器の受電操作については、現場対応は１ユニッ

ト当たり運転員等 1名により作業を実施し、所要時間は約 5分

と想定する。  

円滑に作業できるように、移動経路を確保し、携帯照明や

通信設備等を整備するとともに、暗闇でも視認性が上がるよ

うに操作対象盤に識別表示を行う。室温は通常運転状態と同

程度である。  
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空冷式非常用発電装置は、常設代替電源設備として設置し

ているため中央制御室から、早期に非常用高圧母線への電源

回復操作を実施する。  

空冷式非常用発電装置の必要最大負荷は、想定される事故

シーケンスのうち最大負荷となる、「外部電源喪失時に非常

用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能喪失及びＲＣ

ＰシールＬＯＣＡが発生する事故」及び「燃料取出前のミッ

ドループ運転中に外部電源が喪失するとともに非常用所内

交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故」の

場合である。空冷式非常用発電装置は必要最大負荷以上の電

力を確保することで、原子炉を安定状態に収束するための電

力を供給する。さらに、空冷式非常用発電装置の電源裕度及

びプラント設備状況（被災状況、定期検査中等）に応じたそ

の他使用可能な設備に給電する。  

また、審査基準ごとに要求される重大事故等対処設備等の

負荷へ給電する。  

 

(7)  電源車による代替電源（交流）からの給電  

ｃ．操作の成立性  

上記のうち、電源車における受電操作について、中央制御

室対応は１ユニット当たり運転員等 2名、現場対応は１ユニ

ット当たり運転員等 1名、緊急安全対策要員 4名により作業を

実施し、所要時間は約 70分と想定する。  

また、充電器の受電操作については、現場対応は運転員等

1名により作業を実施し、所要時間は約 5分と想定する。  

円滑に作業できるように、可搬式代替電源用接続盤等の常

設設備と接続する箇所はコネクタ接続のため、手動にて実施
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し、移動経路の確保及び携帯照明や通信設備等を整備すると

ともに、暗闇でも視認性が上がるように操作対象盤に識別表

示を行う。室温は通常運転状態と同程度である。  

電源車は、プラント監視機能等を維持するために必要な最

低限度の電力を供給する。また、プラントの被災状況に応じ

て使用可能な設備の電力を供給する。  

 

1 .14.2.2 代替電源（直流）による給電手順等 

(2)  可搬式整流器による代替電源（直流）からの給電    

ｃ．操作の成立性 

上記の現場対応は１ユニット当たり運転員等 1名、緊急安

全対策要員 2名により作業を実施し、所要時間は約 2時間と想

定する。  

円滑に作業できるように、移動経路を確保し、携帯照明や

通信設備等を整備するとともに、暗闇でも視認性が上がるよ

うに操作対象盤に識別表示を行う。ケーブル接続については、

速やかに作業ができるよう作業場所近傍に使用工具を配備

する。室温は通常運転状態と同程度である。  

 

1 .14.2.3 代替所内電気設備による給電手順等  

(1)  代替所内電気設備による交流及び直流の給電（空冷式非常用発

電装置）  

ｃ．操作の成立性  

上記の中央制御室対応は、１ユニット当たり運転員等 1名、

現場対応は、１ユニット当たり運転員等 1名及び緊急安全対

策要員 2名にて実施し、所要時間は約 4時間と想定する。  

円滑に作業できるように、代替所内電気設備分電盤及び給
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電対象負荷の切替箇所はＮＦＢ操作による手動で実施し、可

搬式整流器のケーブル接続は速やかに作業ができるよう作

業場所近傍に使用工具を配備する。また、移動経路を確保し、

携帯照明や通信設備等を整備するとともに、暗闇でも視認性

が上がるように操作対象盤に識別表示を行う。室温は通常運

転状態と同程度である。  

 

(2)  代替所内電気設備による交流及び直流の給電（電源車）  

ｃ．操作の成立性  

上記の現場対応は、１ユニット当たり運転員等 1名、緊急

安全対策要員 4名にて実施し、所要時間は約 4.2時間と想定す

る。所内電気設備の２系統が同時に機能を喪失した場合に、

代替電源からの給電手段として、以上の手段を用いて、原子

炉を安定状態に収束するために必要な電力を確保する。  

円滑に作業できるように、代替所内電気設備分電盤及び給

電対象負荷の切替箇所はＮＦＢ操作による手動で実施し、可

搬式整流器のケーブル接続は速やかに作業ができるよう作

業場所近傍に使用工具を配備する。また、移動経路を確保し、

携帯照明や通信設備等を整備するとともに、暗闇でも視認性

が上がるように操作対象盤に識別表示を行う。室温は通常運

転状態と同程度である。  

 

1 .14.2.4 燃料の補給手順等 

(1)  空冷式非常用発電装置等への燃料（重油）補給 

ｃ．操作の成立性 

上記の現場対応は、空冷式非常用発電装置及び電源車につ

いては緊急安全対策要員 2名にて実施し、所要時間は約 2.3時
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間と想定する。また、ディーゼル発電機については緊急安全

対策要員 2名にて実施し、所要時間は約 100分と想定する。  

空冷式非常用発電装置の燃料消費率は、約 248.2  ／ hであ

り、起動から枯渇までの時間は約 6.4時間と想定しており枯

渇までに燃料（重油）補給を実施する。  

電源車の燃料消費率は、約 96.4  ／ hであり、起動から枯渇

までの時間は約 5.0時間と想定しており枯渇までに燃料（重

油）補給を実施する。  

ディーゼル発電機の燃料消費率は、約 1.77k ／ hであり、

起動から枯渇までの時間は約 3.5日間と想定しており、枯渇

までに燃料（重油）補給を実施する。  

なお、重大事故等時 7日間運転継続するために必要な燃料

（重油）の備蓄量として、「 1.6 原子炉格納容器内の冷却等

のための手順等」、「 1.18 緊急時対策所の居住性等に関す

る手順等」に示す燃料（重油）も含め、重油タンク（ 160 k 

（１基当たり）、４基）及び燃料油貯蔵タンク（ 150 k （１

基当たり）、４基）を管理する。  

また、円滑に作業できるように、移動経路を確保し、携帯

照明や通信設備等を整備する。閉止蓋等を速やかに作業がで

きるよう作業場所近傍に使用工具を配備する。周囲温度は外

気温度と同程度である。  
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備考

非常用母線受電準備

空冷式非常用発電装置の起動操作

非常用母線受電操作

蓄電池室排気ファン起動

非常用母線受電準備

現場移動

非常用母線受電操作

充電器の受電

※：現場移動時間には防保護具着用時間を含む

空冷式非常用
発電装置によ
る代替電源
（交流）から
の給電及び充
電後操作（充
電器の受電操
作）

蓄電池（安全防
護系用）の枯渇
を考慮し、事象
発生約8時間後ま
でに充電器の受
電を行う

運転員等
（中央制御室）

2

運転員等
（現場）

1

50 55 60

手順の項目 要員（数）

25 30 35 40 45
経過時間（分）

5 2010 15

▽空冷式非常用発電装置による電源復旧開始

約２０分 ▽充電器の受電開始

 
 
 
 

備考

移動

電源車の移動

ケーブル敷設及び接続

電源車の

起動及び給電

給電先の受電準備

受電準備

給電先の復旧操作

蓄電池室排気ファン起動

移動

給電先の受電準備

受電準備

受電操作

充電器の受電

※：現場移動時間には防保護具着用時間を含む。

蓄電池（安全防護系用）
の枯渇を考慮し、事象
発生約8時間後までに
充電器の受電を行う

10 20 30 40 50
経過時間（分）

手順の項目 要員（数）

電源車による代替電
源（交流）からの給
電及び充電後操作
（充電器の受電操
作）

緊急安全
対策要員

4

運転員等
（中央制御室）

2

運転員等
（現場）

1

60 70 80 90

▽給電開始
約７０分

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

第 1.14.19 図 電源車による代替電源（交流）からの給電 タイムチャート 

第 1.14.4 図 空冷式非常用発電装置による代替電源（交流）からの給電 タイムチャート 

1.14-8



備考

移動

可搬式整流器運搬・点検

ケーブル接続、起動準備

整流器起動

移動、受電準備 電源操作

受電操作

※：現場移動時間には防保護具着用時間を含む。

経過時間（分）
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

手順の項目 要員（数）

可搬式整流器による
代替電源（直流）か
らの給電

緊急安全
対策要員

2

運転員等
（現場）

1

可搬式整流器による給電開始 ▽

約２時間

 

 
 
 

第 1.14.28 図 可搬式整流器による代替電源（直流）からの給電 タイムチャート 

1.14-9



○代替所内電気設備による給電（空冷式非常用発電装置） 

移動

健全性確認 コネクタ盤（１次系）

系統構成

代替所内電気設備給電対象負荷の切替・給電（１次系設備）

移動

代替所内電気設備給電対象負荷の切替・給電（２次系設備）

移動 移動

健全性確認 分電盤（２次系） 可搬式整流器運搬・点検

系統構成 ケーブル接続、起動準備

移動 整流器起動

空冷式非常用発電装置起動

移動・受電準備 電源操作

受電操作

※：現場移動時間には防保護具着用時間を含む。

2 3 4 5

手順の項目 要員（数）

代替所内電気設備に
よる給電（空冷式非
常用発電装置）

緊急安全
対策要員

2

経過時間（時間） 備考
1

運転員等
（中央制御室）

1

運転員等
（現場）

1

▽約０．７時間 空冷式非常用発電装置起動

▽約１．７時間 代替所内電気設備による給電（１次系設備）

▽約２．１時間 代替所内電気設備による給電（２次系設備）

▽約４時間 可搬式整流器による給電

 

 
○代替所内電気設備による給電（電源車） 

移動

健全性確認 コネクタ盤（１次系）

系統構成

代替所内電気設備給電対象負荷の切替・給電（１次系設備）

移動

代替所内電気設備給電対象負荷の切替・給電（２次系設備）

移動 移動

健全性確認 分電盤（２次系） 可搬式整流器運搬・点検

系統構成 ケーブル接続、起動準備

移動 整流器起動

電源車移動

起動前点検（発電機点検・ケーブル接続）

電源車起動

移動・受電準備 電源操作

受電操作

※：現場移動時間には防保護具着用時間を含む。

備考
1 2 3 4

経過時間（時間）
5

1

手順の項目 要員（数）

代替所内電気設備に
よる給電（電源車）

緊急安全
対策要員

2

緊急安全
対策要員

2

運転員等
（現場）

▽約１時間 電源車起動

▽約１．９時間 代替所内電気設備による給電（１次系設備）

▽約２．４時間 代替所内電気設備による給電（２次系設備）

▽約４．２時間 可搬式整流器による給電

 
 
 

第 1.14.32 図 代替所内電気設備による給電 タイムチャート 
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○空冷式非常用発電装置及び電源車 
備考

約2.3時間

移動、タンクローリー準備

燃料積み込み
燃料貯蔵タンク

⇒タンクローリー

移動、給油準備

空冷式非常用発電装置への給油開始

燃料積み込み
燃料貯蔵タンク

⇒タンクローリー

移動、給油準備

電源車への給油開始

※移動時間には防保護具着用時間、竜巻対策用アンカー取り外しを含む。

3

▽

経過時間（時間）
0.5 1 1.5 2 2.5 3.5 4

空冷式非常用
発電装置への燃
料（重油）補給

緊急安全
対策要員

2

電源車への燃料
（重油）補給

手順の項目 要員（数）

繰り返し

繰り返し

 
 
○ディーゼル発電機 

備考

移動、タンクローリー準備

燃料積み込み

燃料油貯蔵タンクへの移動、補給

重油タンクへの移動

　　ディーゼル発電機（燃料油貯蔵タンク）への給油開始

※移動時間には防保護具着用時間、竜巻対策用アンカー取り外しを含む。

ディーゼル発電
機への燃料（重
油）補給

緊急安全
対策要員

2

重油タンク

　　⇒燃料油貯蔵タンク

経過時間（時間）
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

手順の項目 要員（数）

4

繰り返し

▽ 約1.7時間（約100分）

 
 
 
 

第 1.14.34 図 空冷式非常用発電装置等への燃料（重油）補給 タイムチャート 

1.14-11



 

頁 行 補 正 前 補 正 後 
 

1.16-1 
～ 

1.16-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（記載変更） 

 
 

 
別紙 1.16-1 に変更する。

 
 

 

1.16-1



 

1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等  

 

記述は、平成３１年１月１６日付け原規規発第１９０１１６４号をも

って設置変更許可を受けた大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可申請

書の添付書類十追補１の３号炉及び４号炉に係る記述のうち、「 1.16 原

子炉制御室の居住性等に関する手順等」の記載内容に同じ。  

ただし、「1.16.2.1 (1)b.(c) 操作の成立性」、「1.16.2.3 (1)b.(a) ⅲ .  操

作の成立性」、「第 1.16.2図  中央制御室非常用循環系の運転操作  タイ

ムチャート」及び「第1.16.6図  窒素ボンベ（代替制御用空気供給用）に

よるアニュラス空気浄化設備の運転 タイムチャート」に係る記述を以

下のとおり変更する。  

 

1.16.2 重大事故等時の手順等  

1.16.2.1 居住性を確保するための手順等  

(1) 中央制御室空調装置の運転手順  

b. 全交流動力電源が喪失した場合  

(c) 操作の成立性  

上記の中央制御室対応は、中央制御室当たり運転員等 1名、

現場対応は緊急安全対策要員 2名で行い、一連の作業の所要時

間は約 70分と想定する。  

円滑に作業できるように、移動経路を確保し、可搬型照明

（ＳＡ）、通信設備を整備する。また、作業を容易に実施するた

め、専用工具や操作用の昇降設備を整備する。作業環境の周囲

温度は通常運転状態と同程度である。  

 

1.16.2.3 放射性物質の濃度を低減するための手順等  

(1) アニュラス空気浄化設備の運転手順等  

b. 全交流動力電源又は常設直流電源が喪失した場合  

別紙 1.16-1 

1.16-2



 

(a) 窒素ボンベ（代替制御用空気供給用）によるアニュラス空気

浄化設備の運転  

ⅲ. 操作の成立性 

上記の対応は中央制御室にて 1 ユニット当たり運転員等 1

名、現場にて 1 ユニット当たり運転員等 1 名により作業を実

施し、所要時間は約 55 分と想定する。  

円滑に作業ができるように移動経路を確保し、可搬型照明、

通信設備等を整備する。窒素ボンベ接続については速やかに

作業ができるよう作業場所近傍に使用工具を配備する。作業

環境の周囲温度は通常運転状態と同程度である。  

 

 

1.16-3



 

 

備考

手順の項目

中央制御室非常用
循環系の運転操作

※現場移動時間には防保護具着用時間を含む。

運転員等
（中央制御室）

1

経過時間（分）
70503010 20

要員（数）

緊急安全対策要員 2

40 60 10080 90

移動

中央制御室非常用循環系ダンパ開処置

▽約70分 中央制御室空調装置換気

隔離モード又は事故時外気

取入モード運転開始可能

中央制御室非常用循環系運転操作

 

第1.16.2図  中央制御室非常用循環系の運転操作  タイムチャート  

1.16-4



 

第 1.16.6 図 窒素ボンベ（代替制御用空気供給用）による 

アニュラス空気浄化設備の運転 タイムチャート 

備考

系統構成

アニュラス空気浄化ファン起動操作

移動

系統構成

※ 現場移動時間には防保護具着用時間を含む。

経過時間（分）
30 4010 20 10050 60 70 80 90

手順の項目 要員（数）

窒素ボンベ（代替
制御用空気供給
用）によるアニュ
ラス空気浄化設備
の運転

運転員等
（中央制御
室）

1

運転員等
（現場）

1

約55分
▽

窒素ボンベ（代替制御用空気供給用）による

アニュラス空気浄化設備の運転開始

1.16-5



 
 

 

頁 行 補 正 前 補 正 後 
 

1.17-27 
 
 
 
 
 

1.17-31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
上 2 行～ 
上 4 行 
 
 
 
 
 
 
 

 
･･･場合は、１号炉及び２

号炉原子炉補助建屋内等

のバックグラウンドレベ

ルが低い場所に移動して、

測定を行う。 
 

（記載変更） 
 
 

 
･･･場合は、緊急時対策所

内等のバックグラウンド

レベルが低い場所に移動

して、測定を行う。 
 
 
別紙 1.17-1 に変更する。

 
 

  
 
 
 
 
 
 

  

1.17-1



 
 

別紙 1.17-1 

 

 

 

1.17-2



 
 

頁 行 補 正 前 補 正 後 
 

1.18-1 
 
 
 
 

1.18-11 
 
 

1.18-12 
 
 
 

1.18-17 
 
 
 

1.18-21 
 
 
 
 

1.18-24 
～ 

1.18-25 
 
 
 
 

1.18-28 
 
 
 
 
 
 
 

1.18-30 
 
 
 
 

 
下 2 行～ 
下 1 行 
 
 
 
下 3 行 
 
 
下 14 行～

下 13 行 
 
 
上 9 行～ 
上 11 行 
 
 
上 11 行～

上 12 行 
 
 
 
下 2 行～ 
上 3 行 
 
 
 
 
 
下 3 行～ 
下 2 行 
 
 
 
 
 
 
上 11 行～

上 13 行 
 
 
 
 

 
1.18.2.2 重大事故  に

対処するために必要な指

示及び通信連絡に関する

手順等 
 

重大事故  が発生す

るおそれがある･･･ 
 
･･･立ち上げ時の緊急時対

策所の緊急時対策所可搬

型空気浄化装置･･･ 
 
･･･緊急時対策所外可搬式

モニタモニタの指示が上

昇傾向となった場合。 
 
1.18.2.2 重大事故  に

対処するために必要な指

示及び通信連絡に関する

手順等 
 
･･･低下した場合。 

事故発生後、直ぐに運用

開始ができるよう手順を

整備する。 
 
(b) 操作手順 
 

上記の対応は、緊急安全

対策要員 2 名で行い、一連

の操作完了まで約 24 分と

想定する。  暗所に･･･

 
 
 
 
･･･緊急時対策本部要員及

び緊急安全対策要員に電

源車（緊急時対策所用）の

切替えを指示する。 
 

 
1.18.2.2 重大事故等に対

処するために必要な指示

及び通信連絡に関する手

順等 
 

重大事故等が発生する

おそれがある･･･ 
 
･･･立ち上げ時の緊急時対

策所可搬型空気浄化装

置･･･ 
 
･･･緊急時対策所外可搬型

エリアモニタの指示が上

昇傾向となった場合。 
 
1.18.2.2 重大事故等に対

処するために必要な指示

及び通信連絡に関する手

順等 
 
･･･低下した場合。 
 
(b) 操作手順 
 
 
 
 
上記の対応は、緊急安全

対策要員 2 名で行い、一連

の操作完了まで約 24 分と

想定する。その後、待機側

の電源車（緊急時対策所

用）を同様に準備する。暗

所に･･･ 
 
･･･緊急時対策本部要員に

電源車（緊急時対策所用）

の切替えを指示する。 
 
 

1.18-1



 
 

頁 行 補 正 前 補 正 後 
 

1.18-30 
 
 
 
 
 
 

1.18-39 
 

1.18-40 
 

1.18-42 
 

 
下 12 行～

下 11 行 
 
 
下 8 行～ 
下 7 行 
 
 

 
･･･電源車（緊急時対策所

用）の遮断機を緊急時対策

所内の･･･ 
 
④ 緊急安全対策要員は、

使用中の電源車（緊急時対

策所用）を停止する。 
 

（記載変更） 
 

（記載変更） 
 

第 1.18.8 図 空気供給装置

への切替の概略系統図 

 
･･･電源車（緊急時対策所

用）の遮断器を緊急時対策

所内の･･･ 
 
④  緊急時対策本部要員

は、使用中の電源車（緊急

時対策所用）を停止する。

 
別紙 1.18-1 に変更する。

 
別紙 1.18-2 に変更する。

 
別紙 1.18-3 に変更する。

1.18-2



 
 

別紙 1.18-1 

 

 

 

緊急時対策所機能
電源喪失 ：AND条件

：OR条件

凡例

３号機非常用母線
機能喪失

電源車(緊急時対策所用)
機能喪失

３号機非常用母線
機能喪失

３号機
空冷式非常用発電装置

機能喪失

４号機
空冷式非常用発電装置

機能喪失

４号機非常用母線
機能喪失

通信連絡設備
ＳＰＤＳ表示装置
緊急時対策所可搬型空気浄化装置
緊急時対策所内可搬型エリアモニタ

安全パラメータ伝送システム
安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）

４号機非常用母線
機能喪失

 
 

第 1.18.1 図 機能喪失原因対策分析（緊急時対策所電源喪失） 

 

第 1.18.2 図 緊急時対策所換気設備の概略系統図 

1.18-3



 
 

別紙 1.18-2 

 

 

 

 

第 1.18.3 図 緊急時対策所可搬型空気浄化装置運転の概略系統図 

 

備考

手順の項目

移動※１

移動

経過時間（分）
5 10 15 20

要員（数）

3525 30

※１　移動時間に防護具の着用時間を含む。

緊急時対策所可搬
型空気浄化装置運
転手順

緊急安全対策要員 1

空気浄化装置ダクト、
ケーブル接続

空気浄化

ファン起動

約34分▽

緊急時対策所可搬型空気

浄化装置による換気開始

 

 

第 1.18.4 図 緊急時対策所可搬型空気浄化装置運転 タイムチャート 

1.18-4



 
 

別紙 1.18-3 

 

 

 

 
第 1.18.8 図 空気供給装置への切替の概略系統図 

 

 

1.18-5
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